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計画の概要1

平成 年６月 日閣議決定された「日本再興戦略」において、医療保険者は、レセプト
等のデータの分析や分析結果に基づき、加入者の健康の保持増進のための事業計画として
「データヘルス計画」の作成・公表、事業実施、評価等の取組を求められることになった。
長野県市町村職員共済組合（以下、「当組合」という。）では、「地方公務員共済組合に

おけるデータヘルスの通知について（平成 年 月 日付け総行福第 号・総務省自治
行政局公務員部福利課長通知）」に基づき、第１期データヘルス計画（短期給付財政安定化
計画）（平成 ～ 年度）を策定、さらに「地方公務員共済組合におけるデータヘルスの
取組について（平成 年 月 日付け総行福第 号・総務省自治行政局公務員部福利課
長通知）」に基づき、第２期データヘルス計画（平成 ～令和５年度）を策定し、これに則
り保健事業を実施してきた。

令和６年度から第４期特定健康診査・特定保健指導等に関連する保健・医療関係の施策と
共に、第３期データヘルス計画が開始されることを踏まえ、これまでの保健事業等の実施状
況を振り返り、レセプト・健診情報等のデータ分析により加入者の健康状態や医療費の現状
を把握し、健康課題を明確化すると共に、課題解決に向けた効果的・効率的な保健事業を実
施するための事業計画として、第３期データヘルス計画（令和６～ 年度）を策定するもの
である。

1.1 目的と背景

図 データヘルス計画の期間

第３期データヘルス計画の計画期間は令和６～ 年度の６年間とする。
また、令和８年度を中間評価年度、令和 年度を実績評価年度と位置づける。

平成
～ 年度

平成
～令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和 年度

第１期
データヘルス
計画

第３期データヘルス計画
第３期特定
健康診査等
実施計画

中間評価

第２期
データヘルス
計画

第４期特定健康診査等実施計画

実績評価

1.2 第３期データヘルス計画の期間
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第３期データヘルス計画策定の基本方針
第３期データヘルス計画は、以下の基本方針に基づき策定した。

計画 実施

評価改善

●事業の実施

・事業主との連携の推進

（コラボヘルス）

●データ分析に基づく進捗・効果確認
・実施量（アウトプット）評価
・成果（アウトカム）評価

●データ分析に基づく事業の立案
・現状分析、健康課題洗い出し
・目標設定
・事業立案

●評価結果に基づく改善・見直し
・内容・実施方法等（プロセス）
・体制等（ストラクチャー）

1.3

 第２期データヘルス計画の振り返りとデータ分析により現状を把握し、当組合の
健康課題に応じた保健事業を実施する。

 ＰＤＣＡサイクルに基づき、保健事業の計画・実施・評価・改善を行い、事業の
実効性を高める。

 所属所ごとの健康課題を把握し、所属所との連携（コラボヘルス）を強化するこ
とを目指す。

基本
方針

図 データヘルス計画で目指すもの

データヘルス計画とは
レセプト・健診情報等のデータ分析に基づく

効果的・効率的な保健事業を サイクルで実施するための事業計画

データヘルス計画で目指すもの

図 サイクル

【出典】厚生労働省保険局 健康保険組合連合会「データヘルス計画作成の手引き」（第３期改訂版）」（令和５年６月）から抜粋・加工

職員の健康増進

持続可能な
医療保険

事業主による

人的資本経営
（健康経営）

加入者の健康増進
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地方公務員共済組合が行う健康の保持増進のために必要な事業に関する指針との関係1.4
地方公務員等共済組合法第 条第６項の規定に基づき「地方公務員共済組合が行う健康の

保持増進のために必要な事業に関する指針の全部を改正する件」（令和５年 月 日総務省
告示第 号）（以下「本指針」という。）が示された。
本指針は、地方公務員共済組合が組合員等を対象として行う保健事業に関して効果的かつ効

率的な実施を図るための基本的な考え方を示すものであり、第３期データヘルス計画は同指針
に則して策定・推進するよう努める。

第一
本指針策定の目的

・組合の組合員等を対象として行われる地共済法第 条第１項第１号
に規定する健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の
予防に係る組合員等の自助努力についての支援その他の組合員等の健康
の保持増進のために必要な事業（ 以下「保健事業」という。） に関し、
その適切かつ有効な実施を図るため、基本的な考え方を示すものである。

第二
保健事業の基本的な考え方

・組合が保健事業を行う場合には、事業主である地方公共団体及び地方
独立行政法人等（ 以下「地方公共団体等」という。） と相互の保健事業
の実施に関して十分な調整を行い、地方公共団体等の協力を得ながら、
適切かつ有効な保健事業の実施に努める。
・組合は組合員等の立場に立って、健康の保持増進を図ることが期待さ
れており、きめ細かな保健事業を実施すると共に、職場環境の整備を地
方公共団体等に働きかけるよう努める。
・また、 サイクルに沿って事業を運営し、生活習慣病対策等を実
施する。

第三
保健事業の内容

・重点的に実施すべき保健事業として、健康教育、健康相談、健康診査、
健康診査後の通知、保健指導、健康管理及び疾病の予防に係る組合員等
の自助努力についての支援を実施するよう努める。
上記の項目以外でも、組合独自の創意工夫により、健康増進及び疾病予
防の観点から、より良い保健事業を展開することを期待するものである。
・また、組合員等が参加しやすいような環境作りに努め、参加率が低い
組合員等については重点的に参加を呼びかけたり、組合員等の参加率を
高めるために地方公共団体等に協力を要請するなどの工夫を行うこと。

第四
保健事業の実施計画
（データヘルス計画）の
策定、実施及び評価

・健康・医療情報を活用して サイクルに沿った効果的かつ効率的
な保健事業の実施を図るための保健事業の実施計画（以下「データヘル
ス計画」という。）を策定した上で、保健事業の実施及び評価を行う。
・策定したデータヘルス計画については、分かりやすい形でホームペー
ジ等を通じて公表する。

第五
事業運営上の留意事項

・保健事業の運営にあたって、適切な専門職の配置やリーダー的人材の
育成、委託事業者の活用、健康情報の継続的な管理、地方公共団体等と
の関係に留意する。

【出典】「地方公務員等共済組合法第 条第６項に規定する地方公務員共済組合が行う健康の保持増進のた
めに必要な事業に関する指針の全部を改正する件（令和５年 月 日 総務省告示第 号）」から抜粋・
加工
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第４期特定健康診査等実施計画との関係
保険者は高齢者の医療の確保に関する法律第 条に基づき、特定健康診査等基本指針に則

して、特定健康診査等実施計画を定めることとなっている。

第４期特定健康診査等実施計画の計画期間が令和６～ 年度の６年間であることから、第
３期データヘルス計画は第４期特定健康診査等実施計画と整合性を図り、一体的に策定する。

第４期特定健康診査等実施計画に記載すべき事項を以下に示す。

表 特定健康診査等実施計画に記載すべき事項

1.5

法 条 記載すべき事項 主に定めるべき内容

第２項
第二号

第三の一 達成しようとする目標 ・特定健康診査の受診率及び特定保健指導の実施率に係る目標

第２項
第一号

第三の二 特定健康診査等の
対象者数

・特定健康診査等の対象者数（事業主健診の受診者等を除き保険者として実施す
べき数）の見込み（計画期間中の各年度の見込み数）を推計
※健診対象者数は保険者として実施する数の把握になるが、保健指導対象者数を
推計するためには、保険者で実施せず他からデータを受領する数の把握も必要

第三の三 特定健康診査等の
実施方法

・実施場所、実施項目、実施時期あるいは期間
・周知や案内（受診券や利用券の送付等 の方法
・事業主健診等他の健診受診者の健診データをデータ保有者から受領する方法
・特定保健指導の対象者の抽出（重点化）の方法
・実施に関する毎年度の年間スケジュール 等

第２項
第三号

第三の四 個人情報の保護 ・健診、保健指導データの保管方法や保管体制 等

第３項
第三の五 特定健康診査等実
施計画の公表及び周知

・広報紙やホームページへの掲載等による公表や、その他周知の方法
・特定健康診査等を実施する趣旨の普及啓発の方法

第２項
第三号

第三の六 特定健康診査等実
施計画の評価及び見直し

・評価結果（進捗・達成状況等）や、その後の状況変化等に基づく計画の見直しに
関する考え方

第三の七 その他特定健康診査等の円滑な実施を確保するために保険者が必要と認める事項

【出典】厚生労働省保険局医療介護連携政策課 医療費適正化対策推進室「特定健康診査等実施計画作成の 手引き（第４版）」（
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共済組合の現状2
2.1 基本情報

令和４年度の加入者（組合員・被扶養者）の状況は以下の通りである。
当組合の組合員男性比率は全国平均より低い。組合員の 歳以上人数比率は全国平均を上回る。

2.1.1 男女比率・被扶養者等

 年齢階層別で見ると、 歳代後半～ 歳代の組合員の人数が多く全体の約 ％を占める。
 加入者（組合員、被扶養者）数の推移を見ると、令和３年度までほぼ横ばいであったが、
令和４年 月より短期組合員が加入したことで、女性の組合員が大幅に増加した。

※全国平均は 構成組合の平均を表す。

表 加入者の状況（令和５年３月末時点）

2.1.2 加入者の年齢構成

 組合員・被扶養者

（短期組合員を含む）

図 年齢階層別の組合員・被扶養者（任意継続組合員を含む）の構成（令和５年９月末時点）

～ 歳
～ 歳

～ 歳
～ 歳
～ 歳
～ 歳
～ 歳
～ 歳
～ 歳
～ 歳
～ 歳
～ 歳
～ 歳
～ 歳

歳～

女性（組合員）

女性（被扶養者）

男性（組合員）

男性（被扶養者）

（単位：人）

男性 女性

45,553 人 1,694,425 人

男性比率 男性比率

26,591 人 1,175,708 人

72,144 人 2,870,133 人

うち短期組合員 16,248 人

40歳以上 組合員
人数比率 被扶養者

当組合 全国計・全国平均*

組合員

被扶養者

計

—

扶養率（人）
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 全体

 組合員

 被扶養者

2.1.3 加入者数推移 （短期組合員を含む）

図 性別 被扶養者数の推移（平成 ～令和４年度）

図 性別 組合員数の推移（平成 ～令和４年度）

図 性別 加入者数の推移（平成 ～令和４年度）

平成 年度 令和元年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

男性

女性

（単位：人）

平成 年度 令和元年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

男性

女性

（単位：人）

平成 年度 令和元年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

男性

女性

（単位：人）

※加入者数の推移に係る人数は、月毎に１日以上資格を保有している人数の平均をとったもの。
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2.2.1 短期給付の状況

組合の現状2.2

 収支の状況

 支出の状況

（単位：千円）

平成 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

保健給付

休業・災害給付

附加給付等

老人保健・退職者拠出金

高齢者納付金・支援金

連合会払込金・拠出金

次年度繰越支払準備金

その他

合計

平成 年度～令和４年度の収支の状況を示す。

平成 年度～令和４年度の支出の状況を示す。

(単位：千円)

収入

支出

剰余金

(欠損金補てん積立金)

(短期積立金)

年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度

収入 支出 剰余金
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 高齢者医療制度支援金等の状況

（単位：千円）

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 前年度比
（％）

前期高齢者納付金 4,339,999 4,037,470 4,185,974 3,781,126 3,760,059 97.1%

後期高齢者支援金 3,274,230 3,433,082 3,433,256 3,654,608 3,824,648 104.7%

退職者給付拠出金 28,918 326 116 111 101 91.0%

病床転換支援金 17 17 17 11 10 90.9%

2.2.2 所属所数（令和４年度末）

平成30年度～令和４年度の高齢者医療制度支援金等の状況を示す。

令和４年度末現在の所属所数は、市19、町23、村35、一部事務組合等61の計138である。

2.2.3 実施体制
第３期データヘルス計画を推進するにあたり、共済組合と所属所との連携・協働（コラボヘ

ルスの推進）は不可欠である。当組合は所属所への医療費・特定健康診査等の分析結果等の情
報提供により組合員の健康状況や健康課題の共有を図り、所属所と連携しながら組合員の健康
管理及び医療費の適正化・生活習慣病の重症化予防を推進する。

長野県保険者協議会、ジェネリック医薬品使用促進連絡会と情報交換を行い、連携しながら
組合員の健康管理及び医療費の適正化・生活習慣病の重症化予防を推進する。

コラボヘルスとは、共済組合と所属所が積極的に連携し、明確な役割分担と良好な
職場環境のもと、組合員及び被扶養者の予防・健康づくりを効果的かつ効率的に実行
すること。

コラボヘルスの意義

出典「コラボヘルスガイドライン（厚生労働省保険局）」より編集

所属所 共済組合

保健事業の円滑な実施組合員の生産性の向上

医療費の適正化
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第２期データヘルス計画の取組状況3
3.1 重点施策の状況

健康課題を解決するための重点施策について、令和４年度の実施状況を以下に示す。

重点施策 基本的な考え方
（目的） 実施事業 評価指標／実施状況

（令和４年度）
評価

（平成 年度比）

生活習慣
病発症・
重症化予
防

特定健康診査
受診勧奨

生活習慣病予防を目的とし、
特定健康診査受診の勧奨
を行う。
未受診者（特に被扶養
者）への受診勧奨を行う。

特定健康診査
人間ドック検診

特定健康診査
受診率

全体 ％
組合員 ％
被扶養者 ％

平成 年度比
全体 ポイント上昇
組合員 ポイント上昇
被扶養者 ポイント低下
全体は上昇しているが、国の目
標（令和 年度 ％）達成に
向けて、対策強化（特に被扶
養者）が必要である。

特定保健指導
利用勧奨

生活習慣改善のきっかけとし
て、特定保健指導の利用勧
奨を行う。
未利用者（特に組合員）
に対し、特定保健指導の利
用勧奨を行う。

特定保健指導
健康応援セミ
ナー
事業所型面談
訪問型面談

面談

特定保健指導
実施率
全体 ％
組合員 ％
被扶養者 ％

平成 年度比
全体 ポイント上昇
組合員 ポイント上昇
被扶養者 ポイント上昇
全体は上昇しているが、国の目
標（令和 年度 ％）達成
に向けて対策強化が必要であ
る。

高血圧対策

糖尿病対策

腎不全対策

歯周病対策

医療費の多くを占める高血
圧、糖尿病対策を実施する。
生活習慣病の早期発見、
重症化予防のため、健診受
診による発症予防、リスク保
有者への早期受診、罹患者
に対する定期受診を勧奨す
る事業を実施する。
歯周病対策による生活習慣
病予防を実施する。

生活習慣病
重症化予防

歯科健康診査
（歯周病対策
による生活習
慣病予防）

①生活習慣病
受診者数
（組合員）
・高血圧性疾患

人
・糖尿病

人

➁生活習慣病
受診者 人当たり
医療費
（組合員）
・高血圧性疾患

円
・糖尿病

円

平成 年度比
①受診者数は
高血圧性疾患 人増
糖尿病 人増

➁ 人当たり医療費は
高血圧性疾患 円減
糖尿病 円減
であった。

引き続き、生活習慣病発症・
重症化予防のための対策が
必要である。組合員及び

被扶養者の
健康づくりの
支援

生活習慣病
予防

生活習慣の
改善

生活習慣病の予防のため、
運動・食事に関する生活習
慣の改善に必要な情報を提
供する。

健康講座
禁煙事業
メンタルヘルス
事業

共済組合と
所属所との
連携

コラボヘルスの
推進

共済組合と所属所の役割
を明確にし、所属所と連携
し、保健事業を実施する。

所属所コラボ
ヘルス
■情報提供
■所属所訪問
■連携会議
開催

・全所属所に対して健
康度レポートを配布。
・所属所に対して健康
管理実施状況調査を
実施。

所属所の特定健康診査・特定
保健指導実施状況や健康課題
を把握するため、健康度レポート
を作成、健康管理実施状況調
査を実施した。
引き続き、所属所との健康課題
の共有や保健事業の周知など、
所属所との連携強化が必要で
ある。

表 重点施策の実施状況（令和４年度） ※赤字は医療費及び健診等データ分析の結果に基づく健康課題を示す
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第２期データヘルス計画において実施した保健事業について、平成 年厚生労働省通知
「 世紀における国民健康づくり運動『健康日本 』の推進について」に示す「疾病予防の
考え方」に基づき、疾病予防の区分ごとに整理した。
令和４年度は、健康講座やメンタルヘルス等費用助成などの組合員・被扶養者の健康づく

りを目的とした１次予防の事業と、人間ドックなど病気の早期発見、早期治療を目的とした
２次予防の事業を実施した。

疾病予防の
区分 考え方 主な事業

（令和４年度）

１次予防

適正な食事や運動不足の解消、禁煙や適正飲酒、
そしてストレスコントロールといった健康的な生
活習慣づくりの取組（健康教室、保健指導など）
や予防接種、環境改善、事故の防止※などが１次
予防にあたる。
※事故の防止とは転倒などの傷害発生の予防を意
味する。

 健康講座
 インフルエンザ予防接種費用助成
 メンタルヘルス等費用助成
 健康講座費用助成
 スポーツ奨励助成
 施設利用助成
 禁煙サポート事業
 こころとからだの健康相談

２次予防

病気の早期発見と早期治療によって病気が進行し
ないうちに治してしまうことをいう。生活習慣病
健診、各種がん検診及び人間ドックなどの検診事
業による病気の早期発見や、早期の医療機関受診
などが２次予防にあたる。

 特定健康診査
 特定保健指導
 人間ドック検診
 脳ドック検診
 各種ガン検診
 歯科健康診査
 生活習慣病重症化予防
 所属所コラボヘルス
（健康度レポート配布）

３次予防 適切な治療により病気や障害の進行を防ぐことを
いう。リハビリテーションは３次予防に含まれる。 ー

【出典】厚生労働省通知「 世紀における国民健康づくり運動『健康日本 』の推進について」
「疾病予防の区分と考え方」（平成 年）

3.2 個別保健事業の状況

3.2.1 疾病予防の区分による事業分類
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個別保健事業の概要及び実施結果（平成 年度～令和４年度）

取組の概要
指標

平成 年度～令和２年度
分類 事業名 事業の目的及び概要 対象 目標：令和２年度時点 実績：令和２年度時点

保
健
関
係
健
診
（
検
診
）

特
定
健
康
診
査

～ 歳の組合員
及び被扶養者に特
定健康診査を実施。

～ 歳
の組合員
及び被扶
養者

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

特定健康診査受診率
全体
組合員 ％
被扶養者

＜受診率＞
全体 ％
組合員 ％ 被扶養者 ％
＜受診者数＞
組合員、被扶養者 人

ア
ウ
ト
カ
ム

以下の指標について毎年確認す
る（数値目標としては設定
しない）
・特定保健指導対象者割合の
低下

・内臓脂肪症候群該当者割合の
低下

― ―

特
定
保
健
指
導

特定健康診査の受
診後、保健指導を
要する組合員及び
被扶養者に特定保
健指導を実施。
健康応援セミナー
にて、初回の特定
保健指導の支援を
実施。

～ 歳
の組合員
及び被扶
養者の特
定保健指
導対象者

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

特定保健指導実施率 全体

＜実施率＞
全体 ％
組合員 ％ 被扶養者 ％
終了者数

・動機付け支援：組合員 人、
被扶養者 人

・積極的支援： 組合員 人、
被扶養者６人

※被扶養者は任意継続組合員を含む

健康応援セミナー
・利用者数 計 人
動機付け支援 人
積極的支援 人
・所属所数 ９所属所
・利用回数 回
特定保健指導

・事業所型面談
動機付け支援 人 積極的支援 人
利用所属所 ２所属所
・訪問型面談
動機付け支援 人 積極的支援 人
・ 面談
動機付け支援 人 積極的支援 人

ア
ウ
ト
カ
ム

以下の指標について毎年確認す
る（数値目標としては設定
しない）
・特定保健指導による特定保健
指導対象者の減少率の向上

― ―

人
間
ド
ッ
ク
検
診

原則、組合が契約
した検診機関にて、
人間ドックを受検
する場合、検診費
用の一部を負担す
るもの。
（検診費用の
助成）
契約検診機関以外
の場合は、
円限度。

～ 歳
の組合員
及び被扶
養者

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

受診者数
受診者の増加により、
特定健康診査受診率の
向上に寄与

＜支払年度ベース＞
組合員 人、被扶養者 人
計 人
＜受診年度ベース＞
計 人

ア
ウ
ト
カ
ム

― ― ―

脳
ド
ッ
ク
検
診

原則、組合が契約
した検診機関にて、
脳ドックを受検す
る場合、検診費用
の一部を負担する
もの。
（検診費用の
助成）限度額

円。

～ 歳
の組合員
及び被扶
養者

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

受診者数 受診者の増加 組合員 人、被扶養者 人が受診。
計 人

ア
ウ
ト
カ
ム

― ― ―

3.2.2
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令和３～５年度 評価
目標：令和５年度時点 実績：令和４年度時点 成功・推進要因 課題及び阻害要因

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

受診率の向上 令和 年度比
全体

※国の目標値
組合員 ％
被扶養者

＜受診率＞
全体 ％
組合員 ％
被扶養者 ％
＜受診者数＞
組合員、被扶養者 人 ＜組合員＞

・所属所別の健診受診率を把握し、
受診率が低い所属所の状況は把握
している。

＜被扶養者＞
・受診勧奨のハガキを直送している。

＜組合員＞
・健診結果データを ％収集できて
いない。データを提出しない健診機関
がある。

・地域により特定健康診査（人間ドッ
ク）機関が遠いなど、受診しにくい場
合がある。ア

ウ
ト
カ
ム

― ―

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

実施率の向上 令和 年度比
全体 ％

＜実施率＞
全体 ％
組合員 ％
被扶養者 ％
終了者数

・動機付け支援：
組合員 人、被扶養者 人
・積極的支援：
組合員 人、被扶養者 人
※被扶養者は任意継続組合員
を含む

健康応援セミナー
・利用者数 計 人
動機付け支援 人
積極的支援 人

・所属所数 所属所
・利用回数 回
特定保健指導

・訪問型面談
動機付け支援 人
積極的支援 人

・ 面談
動機付け支援 人
積極的支援 人

＜組合員＞
・事業所型保健指導
特定保健指導「健康応援セミナー」を
実施

＜被扶養者＞
・被扶養者には利用券を直送。
令和 年度に封筒を目立つデザインに
変更

・広報紙により周知している。
・平成 年度から遠隔型特定保健指導
実施、令和 年度は コースからの
選択式とした。

・連続未受診者の情報を所属所に共有
している。

・健診実施時期が年度後半に集中するた
め、健康応援セミナー及び事業所面談
等の所属所単位での保健指導の実施に
当たり、日程調整などの所属所の負担
が大きい。

ア
ウ
ト
カ
ム

― ―

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

受診者の増加により、特定健
康診査受診率の向上に寄与

＜支払年度ベース＞
組合員 人
被扶養者 人
計 人
＜受診年度ベース＞
計 人 ・被扶養者の特定健康診査対象者に、

人間ドックのチラシを同封し、通知
している。

・令和４年 月施行の短期組合員の
加入により、婦人ガン検診などの
対象者が増える。
（ 歳以上女性が多いため）

ア
ウ
ト
カ
ム

― ―

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

受診者の増加
組合員 人、
被扶養者 人が受診。
計 人

― ―

ア
ウ
ト
カ
ム

― ―
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取組の概要
指標

平成 年度～令和２年度
分類 事業名 事業の目的及び概要 対象 目標：令和２年度時点 実績：令和２年度時点

保
健
関
係
健
診
（
検
診
）

総
合
ガ
ン
（
Ｐ
Ｅ
Ｔ
）

検
査

組合が契約した検査機関に
て、総合ガン検査を受検す
る場合、検査費用の一部を
負担するもの。
（検査費用の 助成。
限度額 円）

～ 歳の組
合員及び被扶
養者

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

受診者数 受診者の増加
組合員 人、
被扶養者９人が受診。
計 人

ア
ウ
ト
カ
ム

― ― ―

婦
人
ガ
ン
検
診

検診機関の定めは特になし。
検診費用の一部を負担する
もの。
（検診費用の 助成）

～ 歳の組合
員及び被扶養
者

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

受診者数 受診者の増加

＜支払年度ベース＞
組合員 人、
被扶養者 人
計 人が受診
＜受診年度ベース＞
計 人が受診

ア
ウ
ト
カ
ム

― ― ―

胃
集
団
検
診

所属所長が検診機関との契
約または協議に基づいて行
う検診。
（検診費用の 助成）

～ 歳の組合
員及び被扶養
者

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

受診者数 受診者の増加

＜支払年度ベース＞
組合員 人、
被扶養者 人が受診。
計 人
＜受診年度ベース＞
計 人

ア
ウ
ト
カ
ム

― ― ―

肺
ガ
ン
検
診

検診機関の定めは特になし。
検診費用の一部を負担する
もの。
（検診費用の 助成）

～ 歳の組
合員及び被扶
養者

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

受診者数 受診者の増加
＜支払年度ベース＞
組合員 人が受診。
＜受診年度ベース＞
計 人

ア
ウ
ト
カ
ム

― ― ―

便
潜
血
反
応
検
査

検査機関の定めは特になし。
検査費用の一部を負担する
もの。
（検査費用の 助成）

～ 歳の組
合員及び被扶
養者

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

受診者数 受診者の増加

＜支払年度ベース＞
組合員 人、
被扶養者 人が受診。
計 人
＜受診年度ベース＞
計 人

ア
ウ
ト
カ
ム

― ― ―

眼
底
検
査

検査機関の定めは特になし。
検査費用の一部を負担する
もの。
（検査費用の 助成）

～ 歳の組
合員及び被扶
養者

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

受診者数 受診者の増加

＜支払年度ベース＞
組合員 人、
被扶養者５人が受診。
計 人
＜受診年度ベース＞
計 人

ア
ウ
ト
カ
ム

― ― ―

歯
科
健
康
診
査

長野県歯科医師会に所属す
る歯科診療所にて、歯科健
康診査を受検した場合、診
査費用を全額負担するもの。

～ 歳の組合
員及び被扶養
者

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

受診者数 受診者の増加

＜支払年度ベース＞
組合員 人、
被扶養者 人が受診。
計 人
＜受診年度ベース＞
計 人

ア
ウ
ト
カ
ム

以下の指標について毎年
確認する（数値目標として
は設定しない）

・歯科疾患の罹患者減少
・歯科医療費削減
・歯科健診対象者の歯科医
療機関受診率の上昇

― ―
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令和３～５年度 評価
目標：令和５年度時点 実績：令和４年度時点 成功・推進要因 課題及び阻害要因

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

受診者の増加
組合員 人、
被扶養者 人が受診。
計 人

― ―

ア
ウ
ト
カ
ム

― ―

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

受診者の増加

＜支払年度ベース＞
組合員 人、
被扶養者 人
計 人が受診
＜受診年度ベース＞
計 人が受診 ― ―

ア
ウ
ト
カ
ム

― ―

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

受診者の増加

＜支払年度ベース＞
組合員 人、
被扶養者 人が受診。
計 人
＜受診年度ベース＞
計 人 ― ―

ア
ウ
ト
カ
ム

― ―

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

受診者の増加

＜支払年度ベース＞
組合員 人、
被扶養者 人が受診。
計 人
＜受診年度ベース＞
計 人 ― ―

ア
ウ
ト
カ
ム

― ―

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

受診者の増加

＜支払年度ベース＞
組合員 人、
被扶養者 人が受診。
計 人
＜受診年度ベース＞
計 人 ― ―

ア
ウ
ト
カ
ム

― ―

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

受診者の増加

＜支払年度ベース＞
組合員 人、
被扶養者 人が受診。
計 人
＜受診年度ベース＞
計 人 ― ―

ア
ウ
ト
カ
ム

― ―

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

受診者の増加

＜支払年度ベース＞
組合員 人、
被扶養者 人が受診。
計 人
＜受診年度ベース＞
計 人

・長野県歯科医師会と連携している。 ・若年層からの早めの指導対策が課題。

ア
ウ
ト
カ
ム

― ―
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取組の概要
指標

平成 年度～令和２年度
分類 事業名 事業の目的及び概要 対象 目標：令和２年度時点 実績：令和２年度時点

保
健
関
係
健
診
（
検
診
）

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

予
防
接
種
費
用
助
成

組合員及び被扶養者にインフ
ルエンザ予防接種費用の一部
を助成。 人 円以上の
負担をした者に対し、
円を助成（ 人１回限り）

～ 歳の組
合員及び被
扶養者

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

助成件数 事業の周知
組合員 人、
被扶養者 人が接種。
計 人

ア
ウ
ト
カ
ム

― ― ―

家
庭
用
常
備
薬
の
斡
旋

低廉な費用で購入できる常備
薬及び健康保持、増進のため
の物品を斡旋。

組合員

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

利用人数 事業の周知 利用人数
人

ア
ウ
ト
カ
ム

― ― ―

生
活
習
慣
病

重
症
化
予
防

生活習慣病重症化予防のため、
健診結果有所見者に対し、医
療機関への受診勧奨を実施す
る。

組合員

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

受診勧奨者数 ― 受診勧奨通知対象数 人
再勧奨 人

ア
ウ
ト
カ
ム

・受診勧奨対象者の医療
機関受診率
・生活習慣病受診者数の
減少について毎年確認する
（数値目標としては設定し
ない）

医療機関受診率 ％
受診率 ％
※令和３年６月診療分まで
確認

保
養
関
係

施
設
利
用
助
成

組合指定の宿泊施設に保健・
保養のために宿泊した組合員
及び被扶養者に施設利用費用
の一部を助成。 泊 円
を助成。
１人１泊につき１枚使用。
（毎年度１人５枚まで）

組合員及び
被扶養者

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

助成人数 助成人数の増加 人に 円を助成

ア
ウ
ト
カ
ム

― ― ―

体
育
・
レ
ク
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
関
係

ス
ポ
ー
ツ
奨
励
助
成

所属所が組合員を対象に行う
運動会、競技会等スポーツ行
事に関する事業及び職場ス
ポーツに必要な器具の整備に
関する事業に対し助成。（組
合員数に応じた限度額有）

所属所

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

助成所属所数 助成を利用した所属所数の
増加

助成を利用した所属所数
所属所

ア
ウ
ト
カ
ム

― ― ―

広
報
関
係

広
報

共済だよりに保健事業関係の
記事を掲載及び福祉事業のご
案内別冊版の作成。

組合員

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

共済だよりの発行 ―
共済だより（令和２年５月
号）に福祉事業のご案内別
冊を掲載。

ア
ウ
ト
カ
ム

― ― ―

医
療
費
通
知

全組合員を対象とした医療費
通知を送付。 組合員

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

医療費通知の実施 ― 医療費通知 年１回
（計 人）

ア
ウ
ト
カ
ム

― ― ―

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
通
知

慢性疾患患者を対象とした
ジェネリック医薬品の差額通
知を送付。
（差額が 円以上）

組合員

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

・ジェネリック希望カード
配付、ジェネリック切替差
額通知について実績を確認
する。

―
ジェネリック希望カード配
付（新規資格取得組合員）
ジェネリック切替差額通知
年２回（計 人）

ア
ウ
ト
カ
ム

ジェネリック使用率
使用率の向上
※令和２年度
国の目標値

％
（令和３年３月時点）
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令和３～５年度 評価
目標：令和５年度時点 実績：令和４年度時点 成功・推進要因 課題及び阻害要因

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

助成件数を毎年確認する（数
値目標としては設定しない）

組合員 人、
被扶養者 人が接種。
計 人 ・手洗いなど予防の意識を持ってもらう

よう広報紙で働きかけている。 助成の事務負担大。
ア
ウ
ト
カ
ム

― ―

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

利用人数を毎年確認する（数
値目標としては設定しない）

利用人数
人

― ―
ア
ウ
ト
カ
ム

― ―

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

― 受診勧奨通知対象数 人
再勧奨 人 ・個人向け受診勧奨通知（書面）を本人

宛に送付している。
・２年連続対象者、ハイリスク者への再
勧奨を実施している。

（令和元年度は新型コロナ感染拡大のた
めに中止）

・受診率の向上のため受診勧奨時期の早
期化、内容充実が課題である。ア

ウ
ト
カ
ム

受診勧奨対象者の医療機関受
診率の向上

受診率 ％
※令和５年１月診療分まで確
認

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

助成人数を毎年確認する（数
値目標としては設定しない） 人に 円を助成

・広報を行っており、利用者は一定数
いる。 ―

ア
ウ
ト
カ
ム

― ―

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

助成所属所数を毎年確認する
（数値目標としては設定しな
い）

助成を利用した所属所数
所属所

― ・運動用具の補充に係る申請が多数。
・人が集まって開催するのは困難。ア

ウ
ト
カ
ム

― ―

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

― 共済組合事業のガイドに福祉
事業のご案内を掲載。

・年に１回組合員全員に配布している。 ―
ア
ウ
ト
カ
ム

― ―

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

― 医療費通知 年１回
（計 人）

― ―
ア
ウ
ト
カ
ム

― ―

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

―
ジェネリック希望カード配付
（新規資格取得組合員）
ジェネリック切替差額通知
年２回（計 人）

・ジェネリック医薬品使用促進連絡会を
通じ、県全体で取り組んでいる。

（協会けんぽと発行回数を合わせる等）
―

ア
ウ
ト
カ
ム

使用率の向上
※令和５年度国の目標値

％
（令和５年３月時点）
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取組の概要
指標

平成 年度～令和２年度
分類 事業名 事業の目的及び概要 対象 目標：令和２年度時点 実績：令和２年度時点

講
座
関
係

健
康
講
座

組合員を対象に共済制度及び
保健衛生等の普及のために、
健康講座を毎年開催。
＜令和元年度の開催講座＞
・ココロとカラダの元気
セミナー テーマ別健康講座

組合員

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

参加者数 参加者数の増加

ウェルネスプログラ
ムオンライン 型セミ
ナー
１回開催、組合員 人、

被扶養者 人 計 人か
ら参加申込

ア
ウ
ト
カ
ム

― ― ―

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
等
費
用

助
成
・
健
康
講
座
費
用
助
成

所属所が組合員を対象にメン
タルヘルス研修会等を実施し
た場合、費用の一部を助成。
（ 万円限度）

所属所

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

助成件数 助成件数の増加
メンタルヘルス研修会等
費用助成 件、
健康講座費用助成３件

ア
ウ
ト
カ
ム

― ― ―

そ
の
他

関
係
機
関
と
の
協
働

長野県保険者協議会等関係機
関と協働し、組合員及び被扶
養者の健康保持増進を推進。

―

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

関係機関との連携、協働の
実績 ―

①主管課長会議、事務担当
者会議は、新型コロナウイ
ルス感染拡大防止の観点か
ら開催を中止した。
②長野県保険者協議会に１
回参加（書面）。また、
ジェネリック医薬品使用促
進連絡会に 回参加（書
面）。

ア
ウ
ト
カ
ム

― ― ―

所
属
所
コ
ラ
ボ
ヘ
ル
ス

組合員の健康状況や健康課題
の共有を図り、連携しながら、
組合員及び被扶養者の健康管
理に努め、医療費の適正化・
生活習慣病の重症化予防を推
進。

所属所

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

所属所との連携、協働の実
績 ― ・全所属所に対して健康度

レポートを配布

ア
ウ
ト
カ
ム

― ― ―

禁
煙
サ
ポ
ー
ト
事
業

【令和３年度開始】
禁煙を希望する組合員を対象
として、オンライン禁煙外来
費用助成などを行う。

組合員

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

禁煙外来助成受診者数実績 ― ―

ア
ウ
ト
カ
ム

喫煙リスク保有率 ― ―

こ
こ
ろ
と
か
ら
だ
の

健
康
相
談

【令和３年度開始】
組合員と被扶養者を対象に
「心身にわたる健康の保持・
増進」を目的とし、メンタル
ヘルス、病気の悩み、出産育
児等、心と身体のさまざまな
相談に対応する。相談料無料
・ドクター等の電話相談
（ 時間 日対応）

・ＷＥＢ相談

組合員及び
被扶養者

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

相談件数 ― ―

ア
ウ
ト
カ
ム

― ― ―
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令和３～５年度 評価
目標：令和５年度時点 実績：令和４年度時点 成功・推進要因 課題及び阻害要因

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

参加者数を毎年確認する（数値目標
としては設定しない）

ウェルネスプログラム
オンライン 型セミナー

回開催、計 人が参加
アーカイブ配信

回分、 回視聴 ・スリープタフネスセミナーや
など魅力のあるメニュー

を実施。

・新型コロナウイルス感染症対策
としてＷＥＢを活用した事業実
施としたが、マンネリ化によ
り、参加者数が年々減少した。

ア
ウ
ト
カ
ム

― ―

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

助成件数を毎年確認する（数値目標
としては設定しない）

メンタルヘルス研修会等費用助成
件

健康講座費用助成
件

― ・実施する所属所に偏りがある。

ア
ウ
ト
カ
ム

― ―

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

―

①主管課長会議、事務担当者会議は、
新型コロナウイルス感染拡大防止の
観点から開催を中止した。
②長野県保険者協議会に 回参加。
ジェネリック医薬品使用促進連絡会
に 回参加。（書面）

・定期的に開催し、情報共有を
行っている。 ―

ア
ウ
ト
カ
ム

― ―

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

―

①全所属所に対して健康度レポート
を配布
②健康管理担当者会議の開催
所属所の健康管理担当者向けに、組
合員の健康管理及び医療費の適正
化・生活習慣病の重症化予防を推進
するため会議を開催した。
・保健事業の見直し
・特定健康診査受診率、特定保健
指導実施率向上のための取組

・有識者講演

・所属所への訪問、健康度レポー
トを各所属所に配布することに
より一部の所属所では健康に対
する意識が高まっている。

・健康度レポートの内容が
必ずしも所属所のトップレベル
まで浸透しているとは言えない。

ア
ウ
ト
カ
ム

― ―

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

―

オンライン禁煙外来助成
・受診者 人
・禁煙達成 人

＜実施概要＞
・ 回実施（ 月、 月）

―

ア
ウ
ト
カ
ム

喫煙リスク保有率の低下 組合員
喫煙リスク保有率 ％

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

相談件数を毎年確認する（数値目標
としては設定しない） 相談件数 件

― ―

ア
ウ
ト
カ
ム

― ―
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データ分析に基づく健康課題

 平成 ～令和４年度の推移を見ると、総医療費、１人当たり医療費は、令和２年度に新型コロ
ナ禍における受診控え等の影響で一旦減少したが、令和３年度以降は増加している。

 令和４年度の総医療費、１人当たり医療費の増加については、令和４年 月より短期組合員が
加入したことにより加入者数が増加したことが要因と考えられ、特に外来、歯科及び調剤医療
費が著しく増加した。

 受診率は、総医療費の推移と同じように、令和２年度に新型コロナ禍における受診控え等の影
響で減少したが、令和３年度以降、外来及び歯科が増加しており、平成 年度よりも高い値と
なっている。

4.1 医療費の状況

4.1.1 医療費

4

 加入者の総医療費推移

表 総医療費の推移 （単位：千円）

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

入院

外来

歯科

調剤

計

入院

外来

歯科

調剤

計

入院

外来

歯科

調剤

計

被
扶
養
者

組
合
員

全
体

前提事項
○医療費関連
・任意継続組合員は、組合員として集計。
・医療費分析における令和４年度の医療費は、令和４年 月～令和５年３月診療分の短期組合員医療費を含む。

○特定健康診査、特定保健指導関連
・「 特定健康診査・特定保健指導」における任意継続組合員は、被扶養者として集計。
・健診結果分析における令和４年度の健診結果は、短期組合員の情報は含まない。
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 全体

 組合員

 被扶養者

図 平成 年度を ％とした場合の総医療費の推移（全体）

図 平成 年度を ％とした場合の総医療費の推移（組合員）

図 平成 年度を ％とした場合の総医療費の推移（被扶養者）

平成 年度 令和元年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

入院

外来

歯科

調剤

（単位： ）

平成 年度 令和元年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

入院

外来

歯科

調剤

（単位： ）

平成 年度 令和元年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

入院

外来

歯科

調剤

（単位： ）
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 加入者１人当たり医療費推移

 全体

 組合員

 被扶養者

表 １人当たり医療費の推移

図 平成 年度を ％とした場合の１人当たり医療費の推移（全体）

図 平成 年度を ％とした場合の１人当たり医療費の推移（組合員）

図 平成 年度を ％とした場合の１人当たり医療費の推移（被扶養者）

（単位：円）

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
入院
外来
歯科
調剤
入院
外来
歯科
調剤
入院
外来
歯科
調剤

全体

組合員

被扶養者

平成 年度 令和元年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

入院
外来
歯科
調剤

（単位： ）

平成 年度 令和元年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

入院
外来
歯科
調剤

（単位： ）

平成 年度 令和元年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

入院
外来
歯科
調剤

（単位： ）
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 受診率推移

 全体

 組合員

 被扶養者

受診率・・・組合員・被扶養者 人当たりのレセプト件数

表 受診率の推移

図 平成 年度を ％とした場合の受診率の推移（全体）

図 平成 年度を ％とした場合の受診率の推移（組合員）

図 平成 年度を ％とした場合の受診率の推移（被扶養者）

（単位：件）
平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

入院
外来
歯科
入院
外来
歯科
入院
外来
歯科

全体

組合員

被扶養者

平成 年度 令和元年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

入院

外来

歯科

（単位： ）

平成 年度 令和元年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

入院

外来

歯科

（単位： ）

平成 年度 令和元年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

入院

外来

歯科

（単位： ）
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4.1.2 年齢階層別１人当たり医療費

 年齢階層別１人当たり医療費は、組合員は 歳以上の層で高くなっている。
 被扶養者は、 ～ 歳、 ～ 歳の層、 歳以上が高くなっている。また、４歳以下の乳幼児も
高くなっている。

 全体（令和４年度）

 組合員（令和４年度）

 被扶養者（令和４年度）

 年齢階層別の１人当たり医療費

図 年齢階層別の１人当たり医療費（全体・令和４年度）

図 年齢階層別の１人当たり医療費（組合員・令和４年度）

図 年齢階層別の１人当たり医療費（被扶養者・令和４年度）

（単位：円）

（単位：円）

（単位：円）
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4.1.3 医療費３要素の状況

 受診率は、令和２年度に新型コロナ禍における受診控え等の影響で減少したが、令和３年度以
降、外来及び歯科が増加しており、平成 年度よりも高い値になっている。

 １件当たり日数は減少傾向。
 １日当たり医療費は入院、外来及び歯科のいずれも、毎年増加している。

 全体

 受診率

表 年齢階層別の受診率（平成 ～令和４年度）

 全体

 １件当たり日数

表 年齢階層別の１件当たり日数（平成 ～令和４年度）

受診率・・・組合員・被扶養者 人当たりのレセプト件数

（単位：件）

入院 外来 歯科 入院 外来 歯科 入院 外来 歯科 入院 外来 歯科 入院 外来 歯科
合計
0～4歳
5～9歳
10～14歳
15～19歳
20～24歳
25～29歳
30～34歳
35～39歳
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳
70～74歳

0～39歳
0～19歳
20～39歳

40～74歳

令和4年度平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

【
再
掲
】

（単位：日）

入院 外来 歯科 入院 外来 歯科 入院 外来 歯科 入院 外来 歯科 入院 外来 歯科
合計
0～4歳
5～9歳
10～14歳
15～19歳
20～24歳
25～29歳
30～34歳
35～39歳
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳
70～74歳

0～39歳
0～19歳
20～39歳

40～74歳

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和4年度

【
再
掲
】

令和3年度
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 全体

 １日当たり医療費

表 年齢階層別の１日当たり医療費（平成 ～令和４年度）

【参考】医療費３要素の定義

（単位：円）

入院 外来 歯科 入院 外来 歯科 入院 外来 歯科 入院 外来 歯科 入院 外来 歯科
合計
0～4歳
5～9歳
10～14歳
15～19歳
20～24歳
25～29歳
30～34歳
35～39歳
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳
70～74歳

0～39歳
0～19歳
20～39歳

40～74歳

【
再
掲
】

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
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新生物 循環器 腎尿路 筋骨格 内分泌 呼吸器 消化器 神経系 眼 妊娠 精神 血液 皮膚 異常所見 感染症 耳 先天奇形 周産期 その他

総医療費

件当たり医療費

総医療費 件当たり医療費

単位：百万円 単位：円

総
医
療
費

件
当
た
り
医
療
費

新生物 呼吸器 循環器 筋骨格 腎尿路 内分泌 神経系 消化器 精神 眼 皮膚 妊娠 先天奇形 感染症 異常所見 周産期 血液 耳 その他

総医療費

件当たり医療費

総医療費 件当たり医療費

単位：百万円 単位：円

総
医
療
費

件
当
た
り
医
療
費

医療費 億円
■生活習慣病 億円（ ％）
■新生物 億円（ ％）
■呼吸器 億円（ ％）
■その他 億円（ ％）

医療費 億円
■生活習慣病 億円（ ％）
■新生物 億円（ ％）
■呼吸器 億円（ ％）
■その他 億円（ ％）

 総医療費・レセプト１件当たり医療費が共に高額なのは新生物である。呼吸器疾患はレセプト
１件当たりの医療費は低いが総医療費が高い。

 組合員は、新生物の総医療費が最も高く、全体の約 ％を占める。
 被扶養者は、呼吸器系疾患の総医療費が最も高く、全体の約 ％を占める。

※疾病別医療費は入院・外来のレセプトの合算であり、歯科・調剤レセプトは含まない、また、疾病の分類が出来ない
レセプトは集計対象外。

4.2.1 疾病大分類別医療費

 全体（令和４年度）

 組合員（令和４年度）

 総医療費、レセプト１件当たり医療費

疾病別医療費の状況4.2

（令和４年度は短期組合員を含む）

図 疾病大分類別総医療費・レセプト１件当たり医療費（全体・令和４年度）

図 疾病大分類別総医療費・レセプト１件当たり医療費（組合員・令和４年度）

※

※
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呼吸器 新生物 神経系 筋骨格 精神 内分泌 先天奇形 周産期 循環器 皮膚 腎尿路 消化器 眼 感染症 異常所見 妊娠 耳 血液 その他

総医療費

件当たり医療費

総医療費 件当たり医療費

単位：百万円 単位：円

総
医
療
費

件
当
た
り
医
療
費

 被扶養者

図 疾病大分類別総医療費・レセプト１件当たり医療費（被扶養者・令和４年度）

医療費 億円
■生活習慣病 億円（ ％）
■新生物 億円（ ％）
■呼吸器 億円（ ％）
■その他 億円（ ％）

※
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4.2.2 疾病中分類別医療費

 組合員は「良性新生物及びその他の新生物」が最も高いが、「その他の悪性新生物」「高血圧
性疾患」「腎不全」も上位にある。

 被扶養者は「その他の神経系の疾患」が最も高いが、「その他の急性上気道感染症」「アレル
ギー性鼻炎」等の呼吸器系疾患も上位にある。

 男性は「その他の悪性新生物」「高血圧性疾患」「腎不全」が上位にある。「高血圧性疾患」
「腎不全」「糖尿病」の総医療費が令和３年度から令和４年度にかけて上昇している。

 女性は「乳房の悪性新生物」が５年連続で上位にある。「乳房及びその他女性生殖器の疾患」
が令和３年度から令和４年度にかけて上昇している。

 疾病中分類別総医療費

 被扶養者（令和４年度）

 組合員（令和４年度）

図 疾病中分類別総医療費（上位 疾病・組合員）（令和４年度）

図 疾病中分類別総医療費（上位 疾病・被扶養者）（令和４年度）

良
性
新
生
物
及
び

そ
の
他
の
新
生
物

そ
の
他
の
悪
性
新
生
物

乳
房
及
び
そ
の
他
の

女
性
生
殖
器
の
疾
患

そ
の
他
の

神
経
系
の
疾
患

高
血
圧
性
疾
患

そ
の
他
の

消
化
器
系
の
疾
患

そ
の
他
の
妊
娠
、

分
娩
及
び
産
じ
ょ
く

そ
の
他
の
心
疾
患

腎
不
全

乳
房
の
悪
性
新
生
物

（単位：千円）

は
生活習慣病関連疾病

そ
の
他
の
神
経
系
の
疾
患

そ
の
他
の

急
性
上
気
道
感
染
症

そ
の
他
の
悪
性
新
生
物

そ
の
他
損
傷
及
び

そ
の
他
外
因
の
影
響

そ
の
他
の

消
化
器
系
の
疾
患

そ
の
他
の
先
天
奇
形
、

変
形
及
び
染
色
体
異
常

妊
娠
及
び
胎
児
発
育
に

関
連
す
る
障
害

そ
の
他
の
精
神
及
び

行
動
の
障
害

そ
の
他
の
内
分
泌
、

栄
養
及
び
代
謝
障
害

ア
レ
ル
ギ
ー
性
鼻
炎

（単位：千円）

は
生活習慣病関連疾病
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 男性

 女性

 加入者全体の疾病中分類別総医療費の推移（男性・女性）

は悪性新生物、 は生活習慣病関連疾病、 は呼吸器関連疾病を表す。

表 疾病中分類別総医療費（女性）（平成 年度～令和４年度）

表 疾病中分類別総医療費（男性）（平成 年度～令和４年度）

1位 その他の悪性新生物 その他の悪性新生物 その他の悪性新生物
その他の消化器系の
疾患

その他の神経系の疾
患

2位 腎不全 腎不全 腎不全
その他の神経系の疾
患

その他の消化器系の
疾患

3位
その他の神経系の疾
患

その他の神経系の疾
患

その他の神経系の疾
患

その他の悪性新生物 その他の悪性新生物

4位
その他の消化器系の
疾患

その他の消化器系の
疾患

その他損傷及びその
他外因の影響

腎不全 高血圧性疾患

5位
その他損傷及びその
他外因の影響

その他の心疾患
妊娠及び胎児発育
に関連する障害

その他損傷及びその
他外因の影響

腎不全

6位 高血圧性疾患 高血圧性疾患 その他の心疾患 高血圧性疾患
その他損傷及びその
他外因の影響

7位 糖尿病
妊娠及び胎児発育
に関連する障害

その他の消化器系の
疾患

糖尿病
良性新生物及びその
他の新生物

8位 その他の心疾患 糖尿病 心臓の先天奇形 その他の心疾患 その他の心疾患

9位
その他の内分泌、栄
養及び代謝障害

その他損傷及びその
他外因の影響

高血圧性疾患
その他の内分泌、栄
養及び代謝障害

糖尿病

10位 骨折
その他の先天奇形、
変形及び染色体異
常

その他の内分泌、栄
養及び代謝障害

骨折
その他の急性上気道
感染症

（単位：千円）

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

1位
その他の妊娠、分娩
及び産じょく

その他の妊娠、分娩
及び産じょく

その他の妊娠、分娩
及び産じょく

その他の妊娠、分娩
及び産じょく

乳房及びその他の女
性生殖器の疾患

2位
良性新生物及びその
他の新生物

良性新生物及びその
他の新生物

良性新生物及びその
他の新生物

良性新生物及びその
他の新生物

良性新生物及びその
他の新生物

3位 その他の悪性新生物 乳房の悪性新生物 乳房の悪性新生物 乳房の悪性新生物
その他の妊娠、分娩
及び産じょく

4位 乳房の悪性新生物
その他の消化器系の
疾患

その他の内分泌、栄
養及び代謝障害

その他の内分泌、栄
養及び代謝障害

乳房の悪性新生物

5位
その他の消化器系の
疾患

その他の悪性新生物
乳房及びその他の女
性生殖器の疾患

乳房及びその他の女
性生殖器の疾患

その他の悪性新生物

6位
乳房及びその他の女
性生殖器の疾患

乳房及びその他の女
性生殖器の疾患

その他の悪性新生物
その他の神経系の疾
患

その他の神経系の疾
患

7位
その他の神経系の疾
患

その他の内分泌、栄
養及び代謝障害

その他の消化器系の
疾患

その他の消化器系の
疾患

その他の消化器系の
疾患

8位
その他損傷及びその
他外因の影響

その他損傷及びその
他外因の影響

その他の神経系の疾
患

その他の悪性新生物
その他の内分泌、栄
養及び代謝障害

9位
屈折及び調節の障
害

その他の先天奇形、
変形及び染色体異
常

その他の精神及び行
動の障害

貧血
屈折及び調節の障
害

10位 白血病
その他の神経系の疾
患

その他損傷及びその
他外因の影響

妊娠及び胎児発育
に関連する障害

症状、徴候及び異常
臨床所見・異常

（単位：千円）

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
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 被扶養者（令和４年度）

 組合員（令和４年度）

 疾病中分類別 レセプト１件当たり医療費

 全体

 疾病中分類別 レセプト１件当たり医療費推移

は悪性新生物、 は生活習慣病関連疾病を表す。

図 疾病中分類別レセプト１件当たり医療費（上位 疾病・組合員）（令和４年度）

表 疾病中分類別レセプト１件当たり医療費（平成 ～令和４年度）

図 疾病中分類別レセプト１件当たり医療費（上位 疾病・被扶養者）（令和４年度）

白
血
病

く
も
膜
下
出
血

腎
不
全

単
胎
自
然
分
娩

直
腸
Ｓ
状
結
腸
行
部

及
び
直
腸
の

悪
性
新
生
物

気
管
、
気
管
支
及
び

肺
の
悪
性
新
生
物

妊
娠
高
血
圧
症
候
群

そ
の
他
の

悪
性
新
生
物

そ
の
他
の
妊
娠
、

分
娩
及
び
産
じ
ょ
く

子
宮
の
悪
性
新
生
物

（単位：千円）

は
生活習慣病関連疾病

白
血
病

腎
不
全

脳
性
麻
痺
及
び

そ
の
他
の

麻
痺
性
症
候
群

気
管
、
気
管
支
及
び

肺
の
悪
性
新
生
物

肝
及
び
肝
内
胆
管
の

悪
性
新
生
物

そ
の
他
の
悪
性
新
生
物

妊
娠
高
血
圧
症
候
群

直
腸
Ｓ
状
結
腸
移
行
部

及
び
直
腸
の

悪
性
新
生
物

心
臓
の
先
天
奇
形

悪
性
リ
ン
パ
腫

（単位：千円）

は
生活習慣病関連疾病

1位 白血病 腎不全 腎不全 白血病 白血病

2位
直腸Ｓ状結腸移行部
及び直腸の悪性新生
物

白血病 脳性麻痺及びその他
の麻痺性症候群

直腸Ｓ状結腸移行部
及び直腸の悪性新生
物

くも膜下出血

3位 腎不全 妊娠及び胎児発育に
関連する障害 痔核 妊娠高血圧症候群 腎不全

4位 妊娠高血圧症候群 妊娠高血圧症候群 妊娠高血圧症候群 腎不全 脳性麻痺及びその他
の麻痺性症候群

5位 悪性リンパ腫 脳性麻痺及びその他
の麻痺性症候群

直腸Ｓ状結腸移行部
及び直腸の悪性新生
物

脳性麻痺及びその他
の麻痺性症候群

直腸Ｓ状結腸移行部
及び直腸の悪性新生
物

6位 脳性麻痺及びその他
の麻痺性症候群

頭蓋内損傷及び内臓
の損傷

妊娠及び胎児発育に
関連する障害

妊娠及び胎児発育に
関連する障害

妊娠高血圧症候群

7位 脳内出血
直腸Ｓ状結腸移行部
及び直腸の悪性新生
物

心臓の先天奇形 心臓の先天奇形 単胎自然分娩

8位 心臓の先天奇形 脳内出血 頭蓋内損傷及び内臓
の損傷 くも膜下出血 気管、気管支及び肺

の悪性新生物

9位 頭蓋内損傷及び内臓
の損傷

その他の悪性新生物 くも膜下出血 気管、気管支及び肺
の悪性新生物

妊娠及び胎児発育に
関連する障害

10位 その他の悪性新生物
その他の血液及び造
血器の疾患並びに免
疫機構の障害

その他の周産期に発
生した病態

その他の周産期に発
生した病態

心臓の先天奇形

（単位：円）

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
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 組合員（令和４年度）

 被扶養者（令和４年度）

 疾病中分類別 レセプト件数

図 疾病中分類別レセプト件数（上位 疾病・組合員）（令和４年度）

図 疾病中分類別レセプト件数（上位 疾病・被扶養者）（令和４年度）
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（単位：件）

は
生活習慣病関連疾病
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影
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そ
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他
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及
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行
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害
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炎
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び

急
性
細
気
管
支
炎

症
状
、
徴
候
及
び

異
常
臨
床
所
見
・
異
常

（単位：件）

は
生活習慣病関連疾病
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 組合員・女性（令和４年度）

 組合員・男性（令和４年度）

 疾病中分類別 年齢階層別医療費（上位３疾病）

は 歳以上で生活習慣病関連疾病に定義される疾病（大分類で消化器系、筋骨格及び結合組織疾患を除く）

表 年齢階層別医療費の状況（組合員・女性・疾病中分類別上位３疾病）（令和４年度）

表 年齢階層別医療費の状況（組合員・男性・疾病中分類別上位３疾病）（令和４年度）

1位 2位 3位

白血病 その他損傷及びその他外因の影響 骨折

その他の消化器系の疾患 その他損傷及びその他外因の影響 その他の心疾患

その他の神経系の疾患 その他の消化器系の疾患 良性新生物及びその他の新生物

腎不全 高血圧性疾患 良性新生物及びその他の新生物

その他の悪性新生物 高血圧性疾患 その他の心疾患

白血病 その他の悪性新生物 頭蓋内損傷及び内臓の損傷

その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機
構の障害

膵疾患 その他の循環器系の疾患

気管、気管支及び肺の悪性新生物 その他の先天奇形、変形及び染色体異常 腎不全

くも膜下出血 腎不全 白血病

白血病 肺炎 直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物

屈折及び調節の障害 皮膚炎及び湿疹 アレルギー性鼻炎

アレルギー性鼻炎 皮膚炎及び湿疹 屈折及び調節の障害

高血圧性疾患 気分（感情）障害（躁うつ病を含む） アレルギー性鼻炎

高血圧性疾患 脂質異常症 気分（感情）障害（躁うつ病を含む）

高血圧性疾患 脂質異常症 糖尿病

総医療費

受診率

項目
年齢階層
（歳）

男性

レセプト
1件当たり
医療費

1位 2位 3位

その他の妊娠、分娩及び産じょく 乳房及びその他の女性生殖器の疾患 良性新生物及びその他の新生物

その他の妊娠、分娩及び産じょく 乳房及びその他の女性生殖器の疾患 その他の内分泌、栄養及び代謝障害

貧血 良性新生物及びその他の新生物 乳房及びその他の女性生殖器の疾患

乳房の悪性新生物 良性新生物及びその他の新生物 高血圧性疾患

良性新生物及びその他の新生物 関節症 高血圧性疾患

単胎自然分娩 胆石症及び胆のう炎 その他の悪性新生物

脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群 腎不全 妊娠高血圧症候群

白血病 直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 くも膜下出血

白血病 くも膜下出血 直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物

白血病 直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 腎不全

屈折及び調節の障害 その他の皮膚及び皮下組織の疾患 乳房及びその他の女性生殖器の疾患

乳房及びその他の女性生殖器の疾患 アレルギー性鼻炎 屈折及び調節の障害

屈折及び調節の障害 アレルギー性鼻炎 乳房及びその他の女性生殖器の疾患

高血圧性疾患 屈折及び調節の障害 脂質異常症

高血圧性疾患 脂質異常症 屈折及び調節の障害

受診率

項目
年齢階層
（歳）

女性

総医療費

レセプト
1件当たり
医療費
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 被扶養者・女性（令和４年度）

 被扶養者・男性（令和４年度）

は 歳以上で生活習慣病関連疾病に定義される疾病（大分類で消化器系、筋骨格及び結合組織疾患を除く）

表 年齢階層別医療費の状況（被扶養者・女性・疾病中分類別上位３疾病）（令和４年度）

表 年齢階層別医療費の状況（被扶養者・男性・疾病中分類別上位３疾病）（令和４年度）

1位 2位 3位
統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性
障害

その他の精神及び行動の障害 その他の妊娠、分娩及び産じょく

その他の妊娠、分娩及び産じょく 乳房及びその他の女性生殖器の疾患 その他の神経系の疾患

乳房及びその他の女性生殖器の疾患 良性新生物及びその他の新生物 乳房の悪性新生物

乳房の悪性新生物 腎不全 その他の悪性新生物

その他の悪性新生物 乳房の悪性新生物 腎不全

知的障害（精神遅滞） 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患 その他の悪性新生物

その他の悪性新生物 妊娠高血圧症候群 その他の妊娠、分娩及び産じょく

白血病 肝及び肝内胆管の悪性新生物 腎不全

脳内出血 腎不全 その他のウイルス性疾患

慢性閉塞性肺疾患 その他の悪性新生物 悪性リンパ腫

屈折及び調節の障害 その他の皮膚及び皮下組織の疾患 皮膚炎及び湿疹

乳房及びその他の女性生殖器の疾患 アレルギー性鼻炎 その他の妊娠、分娩及び産じょく

屈折及び調節の障害 乳房及びその他の女性生殖器の疾患 アレルギー性鼻炎

高血圧性疾患 屈折及び調節の障害 アレルギー性鼻炎

高血圧性疾患 脂質異常症 屈折及び調節の障害

受診率

年齢階層
（歳）

女性

総医療費

レセプト
1件当たり
医療費

項目

1位 2位 3位

脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群 その他の内分泌、栄養及び代謝障害 その他損傷及びその他外因の影響

気管、気管支及び肺の悪性新生物 脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群 その他の精神及び行動の障害

その他の神経系の疾患 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性
障害

その他の悪性新生物

糖尿病 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患 腎不全

糖尿病 腎不全 高血圧性疾患

その他の内分泌、栄養及び代謝障害 脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群 頭蓋内損傷及び内臓の損傷

気管、気管支及び肺の悪性新生物 その他の消化器系の疾患 脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群

その他の神経系の疾患 その他の悪性新生物 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性
障害

胆石症及び胆のう炎 腎不全 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患

肺炎 気管、気管支及び肺の悪性新生物 直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物

屈折及び調節の障害 その他の皮膚及び皮下組織の疾患 皮膚炎及び湿疹

統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性
障害

気分（感情）障害（躁うつ病を含む） 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表
現性障害

気分（感情）障害（躁うつ病を含む） 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性
障害

高血圧性疾患

気分（感情）障害（躁うつ病を含む） 糖尿病 高血圧性疾患

高血圧性疾患 糖尿病 脊椎障害（脊椎症を含む）

レセプト
1件当たり
医療費

項目
年齢階層
（歳）

男性

総医療費

受診率



35

平成 年度 令和元年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

脂質異常症

高血圧性疾患

糖尿病

（単位：人）

 生活習慣病の総医療費は、「高血圧性疾患」が最も高い。経年で見ると「高血圧性疾患」「脂
質異常症」が増加傾向であり、令和４年度に前年より大きく増加した。

 生活習慣病受診者数は、「高血圧性疾患」「脂質異常症」が多く、令和４年度に前年より大き
く増加している。

4.3.1 生活習慣病医療費

着目疾病の医療費4.3

 全体

 生活習慣病総医療費（脂質異常症、高血圧性疾患、糖尿病）

 全体

 生活習慣病受診者数（脂質異常症、高血圧性疾患、糖尿病）

図 生活習慣病総医療費（脂質異常症、高血圧性疾患、糖尿病）（平成 ～令和４年度）

図 生活習慣病受診者数（脂質異常症、高血圧性疾患、糖尿病）（平成 ～令和４年度）

平成 年度 令和元年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

脂質異常症

高血圧性疾患

糖尿病

（単位：円）
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4.3.2 人工透析医療費

 組合員の人工透析導入者数、総医療費は、令和４年度、短期組合員の加入により増加した。

 組合員
 人工透析導入者数

 組合員

 人工透析導入者の総医療費

※人工腎臓・腹膜灌流の診療行為コードを含むレセプトの保有者の人数。

図 人工透析者数（組合員）（平成 ～令和４年度）

図 人工透析者数の総医療費（組合員）（平成 ～令和４年度）

※導入者の年間医療費（人工透析以外も含む）の合計。入院・外来・調剤を含み、歯科を除く。

 導入者数

 参考 人工透析導入者数、導入者総医療費（被扶養者、任意継続組合員・被扶養者）

 導入者の総医療費

図 人工透析者数の総医療費（被扶養者・任継）
（平成 ～令和４年度）

図 人工透析者数（被扶養者・任継）（平成 ～令和４年度）

平成 年度 令和元年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

短期組合員

組合員（短期除く）

導入者 計

（人）

平成 年度 令和元年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

短期組合員

組合員（短期除く）

導入者総医療費 計

（千円）

平成 年度 令和元年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

短期組合員の被扶養者

被扶養者（短期除く）

導入者 計

（人）

平成 年度 令和元年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

短期組合員の被扶養者

被扶養者（短期除く）

導入者総医療費 計

（千円）
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胃がん 大腸がん 結腸 子宮がん

（単位：件）

胃がん 大腸がん(直腸・S状結腸) 大腸がん(結腸) 肺がん 子宮がん 乳がん
■平成30年度
■令和元年度
■令和2年度
■令和3年度
■令和4年度

胃がん 大腸がん 直腸・ 状結腸 大腸がん 結腸 肺がん 子宮がん 乳がん

平成 年度

令和元年度

令和 年度

令和 年度

令和 年度

（単位：円）

胃がん 大腸がん(直腸・S状結腸) 大腸がん(結腸) 肺がん 子宮がん 乳がん
■平成30年度
■令和元年度
■令和2年度
■令和3年度
■令和4年度

胃がん 大腸がん 結腸 子宮がん

（単位：円）

胃がん 大腸がん
(直腸・S状結腸) 大腸がん(結腸) 肺がん 子宮がん 乳がん

■平成30年度
■令和元年度
■令和2年度
■令和3年度
■令和4年度

4.3.3 悪性新生物医療費

 ５種のがん(※)で比較すると、「乳がん」が総医療費及びレセプト件数ともに高くなっている。
 レセプト１件当たり医療費は、令和４年度で見ると「大腸がん（直腸・ 状結腸）」が
最も高い。
※５種のがん：胃がん、大腸がん、肺がん、子宮がん、乳がん
早期に対応することで有意にがん死亡率が下がるというエビデンスがあるもの。

 全体
 悪性新生物総医療費（５種のがん）

 全体
 悪性新生物レセプト件数（５種のがん）

図 悪性新生物総医療費（５種のがん）（平成 ～令和４年度）

図 悪性新生物レセプト件数（５種のがん）（平成 ～令和４年度）

 全体
 悪性新生物レセプト１件当たり医療費（５種のがん）

図 悪性新生物レセプト１件当たり医療費（５種のがん）（平成 ～令和４年度）
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 精神疾患関連レセプト件数

 全体

 精神疾患関連総医療費

4.3.4 精神疾患関連医療費

 総医療費・レセプト件数のいずれも、「うつ病」「その他の精神及び行動の障害」「神経性障
害等」が高く、同じ傾向が続いている。

 全体

表 精神疾患総医療費（令和４年度）

表 精神疾患レセプト件数（令和４年度）

（単位：円）

うつ病
その他の精神及
び行動の障害

その他の精神及
び行動の障害

その他の精神及
び行動の障害

うつ病

その他の精神及
び行動の障害

うつ病 うつ病 うつ病
その他の精神及
び行動の障害

統合失調症 統合失調症 神経性障害等 神経性障害等 神経性障害等

神経性障害等 神経性障害等 統合失調症 統合失調症 統合失調症

精神・行動障害 精神・行動障害 精神・行動障害 精神・行動障害
知的障害（精
神遅滞）

知的障害（精
神遅滞）

知的障害（精
神遅滞）

知的障害（精
神遅滞）

知的障害（精
神遅滞）

精神・行動障害

血管性及び詳細
不明の認知症

血管性及び詳細
不明の認知症

血管性及び詳細
不明の認知症

血管性及び詳細
不明の認知症

血管性及び詳細
不明の認知症

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

うつ病 うつ病 うつ病 うつ病 うつ病

神経性障害等 神経性障害等 神経性障害等 神経性障害等 神経性障害等

その他の精神及
び行動の障害

その他の精神及
び行動の障害

その他の精神及
び行動の障害

その他の精神及
び行動の障害

その他の精神及
び行動の障害

統合失調症 統合失調症 統合失調症 統合失調症 統合失調症

精神・行動障害 精神・行動障害 精神・行動障害 精神・行動障害 精神・行動障害

知的障害（精
神遅滞）

知的障害（精
神遅滞）

知的障害（精
神遅滞）

知的障害（精
神遅滞）

知的障害（精
神遅滞）

血管性及び詳細
不明の認知症

血管性及び詳細
不明の認知症

血管性及び詳細
不明の認知症

血管性及び詳細
不明の認知症

血管性及び詳細
不明の認知症

（単位：件）

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
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4.3.5 高額医療費

 上位約４％の人により、総医療費の約 ％を占めている。
 年間総医療費 万以上の受給者の保有疾病は「悪性新生物」が最も多い。

 総医療費の割合（令和４年度）
 高額医療費受療者の総医療費割合（入院・外来・調剤）

図 年間総医療費（入院・外来・調剤）の総医療費割合（令和４年度）

図 高額医療費受療者の着目疾病保有状況（全体）（令和４年度）

年間総医療費額 人数
（人）

人数割合 総医療費
（万円） 総医療費割合

万円以上

万円以上

万円以上

万円以上

万円以上

万円未満

計

医療費なし ー ー ー ー ー

計 ー ー ー ー ー

 高額医療費受療者の疾病保有状況

万円以上 ％

万円以上 ％

万円以上
％

万円以上
％

万円以上
％

万円未満
％

総医療費割合（％）

高血圧 糖尿病
脂質
異常症

高尿酸
血症

虚血性
心疾患

動脈
硬化

脳血管
疾患

肝疾患 腎疾患
悪性
新生物

うつ病
人工
透析

難病

人数

年間総医療費 万円以上受療者の疾病保有状況 重複あり）（単位：人）
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令和 年 月 月 月 月 月 月 月 月 月 令和 年 月 月 月

累
計
削
減
額

削
減
額

削減額
累計削減額

単位：円 単位：円

4.3.6 後発医薬品の使用状況

 使用割合（数量ベース）は、年々上昇しており、令和５年３月診療分実績は ％である。
※国の定める目標値 令和５年度末までに 以上を達成。

 全体
 後発医薬品の使用割合

 全体
 構成組合での比較

全国
北海道・東北区 

関東区
北信越区
東海区
近畿区
中国区
四国区
九州区

後発医薬品使用率

図 後発医薬品の使用率（数量ベース）の推移

図 全国市町村職員共済組合との比較（令和５年３月診療分）
※厚生労働省「保険者別の後発医薬品の使用割合（令和５年度３月診療分）」の使用割合（数量シェア）を使用
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（単位： ）

全国平均 ％

 後発医薬品切替による削減額の推移

図 後発医薬品の削減額の推移（令和４年３月～令和５年３月診療）
※削減額定義：先発品から後発品に切り替えたことによる薬剤費の差額

 全体

令和 年 月 月 月 月 月 月 月 月 月 令和 年 月 月 月

単位：

（診療年月）
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 特定健康診査受診率は、令和４年度は全体 、組合員 ％、被扶養者 。
 平成 年度と比較すると、全体 ポイント増加、組合員 ポイント増加、被扶養者が ポ
イント低下しているが、前年度と比較すると減少傾向にある。

 被扶養者の ％が４年連続、特定健康診査を受診していない。

4.4 特定健康診査・特定保健指導

4.4.1 特定健康診査の実施状況

 特定健康診査受診率の推移

 組合員（令和４年度）

 特定健康診査受診率（年齢階層別）

 全体・組合員・被扶養者

図 特定健康診査受診率の推移（平成 ～令和４年度）

図 特定健康診査受診率の推移（年齢階層別）（組合員・令和４年度）

平成 年度 令和元年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

（単位：％） 組合員 被扶養者 全体

～ 歳 ～ 歳 ～ 歳 ～ 歳 ～ 歳 ～ 歳 ～ 歳

特定健康診査未受診者 特定健康診査受診者 特定健康診査受診率（単位：人）
（単位： ）
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令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 該当人数(人) 構成比(%)

4年連続未受診 × × × ×

× × × ○

× × ○ ×

× × ○ ○

× ○ × ×

× ○ × ○

× ○ ○ ×

× ○ ○ ○

○ × × ×

○ × × ○

○ × ○ ×

○ × ○ ○

○ ○ × ×

○ ○ × ○

○ ○ ○ ×

4年連続受診 ○ ○ ○ ○

計

 被扶養者（令和４年度）

 被扶養者（令和４年度）

 特定健康診査受診・未受診の状況（被扶養者）

図 特定健康診査受診率の推移（年齢階層別）（被扶養者・令和４年度）

表 特定健康診査受診・未受診の状況

～ 歳 ～ 歳 ～ 歳 ～ 歳 ～ 歳 ～ 歳 ～ 歳

特定健康診査未受診者 特定健康診査受診者 特定健康診査受診率（単位：人）
（単位： ）
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 全体・組合員・被扶養者

 令和４年度の特定保健指導実施率は全体 、組合員 ％、被扶養者 ％であり、平成
年度と比較すると全体 ポイント増加、組合員 ポイント増加、被扶養者 ポイント低

下した。
 積極的支援・動機付け支援実施率共に、平成 年度から上昇しているが、積極的支援の実施率
が動機付け支援に比べ低い。。

4.4.2 特定保健指導の実施状況

 特定保健指導実施率の推移

 全体

 積極的支援・動機付け支援実施率の推移

図 特定保健指導実施率の推移（平成 ～令和４年度）

図 積極的支援・動機付け支援実施率の推移（平成 ～令和４年度）

平成 年度 令和元年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

組合員 被扶養者 全体（単位： ）
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 全体
 内臓脂肪症候群該当者・予備群者の割合の推移

 内臓脂肪症候群該当者割合は、令和４年度は であり、経年で見るとやや減少傾向である。
 年齢階層別に見ると、 歳～ 歳の該当者割合が高い。

4.4.3 内臓脂肪症候群該当者・予備群者の状況

 全体

 内臓脂肪症候群該当者・予備群者の割合の推移（年齢階層別）

図 内臓脂肪症候群該当者・予備群者の割合の推移（平成 ～令和４年度）

図 内臓脂肪症候群該当者・予備群者の割合（年齢階層別）（令和４年度）

～ 歳 ～ 歳 ～ 歳 ～ 歳 ～ 歳 ～ 歳 ～ 歳

予備群該当者割合 該当者割合（単位： ）

平成 年度 令和元年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

予備群該当者割合 該当者割合 合計（単位： ）
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 特定保健指導対象者の割合は、令和４年度 であり、令和元年度をピークに減少傾向であ
る。

 令和４年度における、積極的支援と動機付け支援を合わせた割合を年齢階層別に見ると、
現役世代では ～ 歳の層が最も高くなっている。

4.4.4 特定保健指導対象者の状況

 特定保健指導対象者割合の推移

 全体

 特定保健指導対象者の割合（年齢階層別）

 全体

図 特定保健指導対象者割合の推移（平成 ～令和４年度）

図 特定保健指導対象者の割合（年齢階層別）（令和４年度）

平成 年度 令和元年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

積極的支援該当率 動機付け支援該当率 合計（単位： ）

～ 歳 ～ 歳 ～ 歳 ～ 歳 ～ 歳 ～ 歳 ～ 歳

積極的支援該当率 動機付け支援該当率（単位： ）
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 令和４年度の特定健康診査結果において、受診者の が腹囲・ リスクを保有しており、
腹囲・ リスク保有者のうち、 が複数のリスクを保有している。

 服薬の状況（質問票より）を見ると、服薬率は年齢が上がるに従い高くなっている。
 現役世代として最も高い年齢層 ～ 歳 の服薬率は、高血圧症は 、脂質異常症は

である。

4.4.5 特定健康診査結果の状況

 腹囲・ 複数リスクの保有状況

 全体（令和４年度）

 服薬の状況（質問票より）

 全体（令和４年度）
表 腹囲・ リスク有無のリスク保有状況

図 内臓脂肪症候群該当者・予備群者の割合（年齢階層別）（令和４年度）

（単位：%）

腹囲・BMIリスクあり

リスクなし

リスク1つ

リスク2つ

リスク3つ

リスク4つ

腹囲・BMIリスクなし

リスクなし

リスク1つ

リスク2つ

リスク3つ

リスク4つ

リスク2つ以上

リスク2つ以上

～ 歳 ～ 歳 ～ 歳 ～ 歳 ～ 歳 ～ 歳 ～ 歳

高血圧症 糖尿病 脂質異常症（単位： ）
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 経年で確認すると、血糖リスク保有率が上昇傾向にある一方で、脂質リスク、肝機能リスク保
有率は減少傾向にある。

 血圧リスク、脂質リスク、肥満リスク、肝機能リスクは、男性の保有率が大幅に高い。

4.5.1 健康リスク保有状況（組合員）

健診結果の状況4.5

 血圧リスク保有率

 血糖リスク保有率

 組合員

図 血圧リスク保有率（組合員）（平成 ～令和４年度）

 組合員

図 血糖リスク保有率（組合員）（平成 ～令和４年度）
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 脂質リスク保有率

 肝機能リスク保有率

 組合員

 肥満リスク保有率
 組合員

図 脂質リスク保有率（組合員）（平成 ～令和４年度）

図 肥満リスク保有率（組合員）（平成 ～令和４年度）

 組合員

図 肝機能リスク保有率（組合員）（平成 ～令和４年度）
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 喫煙習慣：男性のリスク保有率が約 ％と高く、ほぼ横ばいである。
 運動習慣：適切な習慣の保有率は ％。男女共に運動習慣は年々改善傾向にある。
 食事習慣：適切な習慣の保有率は ％。男女共に令和元年度以降悪化している。
 飲酒習慣：適切な習慣の保有率は ％。男女共に横ばい。
 睡眠習慣：適切な習慣の保有率は ％。男女共に改善傾向にある。

4.5.2 生活習慣保有状況（組合員）

 喫煙率

 運動習慣

 現在、たばこを習慣的に吸っている者の割合（組合員） ※低い方がよい

図 喫煙率（組合員）（平成 ～令和４年度）

図 適切な運動習慣を有する者の割合（組合員）（平成 ～令和４年度）

 適切な運動習慣を有する者の割合（組合員） ※高い方がよい



50

 食事習慣
 適切な食事習慣を有する者の割合（組合員） ※高い方がよい

図 適切な食事習慣を有する者の割合（組合員）（平成 ～令和４年度）

 適切な飲酒習慣を有する者の割合（組合員） ※高い方がよい

図 適切な飲酒習慣を有する者の割合（組合員）（平成 ～令和４年度）

 睡眠習慣
 睡眠で休養が十分とれている者の割合（組合員） ※高い方がよい

図 睡眠習慣で休養が十分に取れている者の割合（組合員）（平成 ～令和４年度）

 飲酒習慣
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 リスク判定要件

表 生活習慣判定要件（健診結果の問診により判定）

要件 詳細

喫煙率
現在、たばこを習慣的に
吸っている者

「たばこを習慣的に吸っている者」とは
合計 本以上または６か月以上吸っている、かつ
最近１か月間吸っている者

運動習慣 適切な運動習慣を有する者

適切な運動習慣とは 以下３項目のうち２つ以上該当
・ 回 分以上の軽く汗をかく運動を週２日以上、１年以上実施
・歩行または同等の身体活動を１日１時間以上実施
・ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い

食事習慣 適切な食事習慣を有する者

適切な食事習慣とは 以下４項目のうち３つ以上該当
・早食いをしない（人と比べて食べる速度が普通または遅い）
・就寝前の２時間以内に夕食をとることが週 回未満
・朝昼夕の３食以外に間食や甘い飲み物を摂取しない
・朝食を抜くことが週３回未満

飲酒習慣
適切な飲酒習慣を有する者
＝多量飲酒群に該当しない者

多量飲酒群とは
・飲酒頻度が毎日で１日当たり飲酒量２～３合未満、３合以上
・飲酒頻度が時々で、１日当たり飲酒量３合以上

睡眠習慣
睡眠で休養が十分取れている
者

特定健康診査の問診票「睡眠で休養が十分にとれている」に「はい」と回答した
者

表 健康リスク判定要件

判定要件（注）
参考

厚生労働省 標準的な健診・保健指導プログラム【令和 年度版】

健診項目 単位 保健指導判定値 受診勧奨判定値

血圧
リスク

収縮期 以上、または
拡張期 以上

収縮期血圧 以上 以上

拡張期血圧 以上 以上

血糖
リスク

空腹時血糖値 以上、
または 以上

空腹時血糖 以上 以上

以上 以上

随時血糖 以上 以上

脂質
リスク

中性脂肪 以上または
コレステロール 未満

空腹時中性脂肪 以上 以上

随時中性脂肪 以上 以上

未満 ー

以上 以上

肥満
リスク

以上、または
腹囲 男性 ・ 女
性 以上

ー 以上 ー

腹囲 男性 以上
女性 以上 ー

肝機能
リスク

以上、または
以上、または

γ 以上

以上 以上

以上 以上

γ 以上 以上

注：判定要件は厚生労働省健康スコアリングレポートに準ずる。
ただし、血糖リスクについては、随時血糖で判定せず、空腹時血糖、 のみで判定する。
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 特定健康診査受診率（令和４年度・全体）

全国市町村職員共済組合連合会構成組合との比較4.6
特定健康診査受診率、特定保健指導実施率、健康リスク保有状況、生活習慣保有状況につ

いて、全国市町村職員共済組合連合会における構成組合と比較した状況を示す。

図 全体 特定健康診査受診率（令和４年度）

4.6.1 特定健康診査受診率の比較

■北海道・東北区■関東区 ■北信越区 ■東海区 ■近畿区 ■中国区 ■四国区 ■九州区

高い方がよい（高い順）
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 特定健康診査受診率（令和４年度・組合員）

図 組合員 特定健康診査受診率（令和４年度）

高い方がよい（高い順）

 特定健康診査受診率（令和４年度・被扶養者）

図 被扶養者 特定健康診査受診率（令和４年度）

高い方がよい（高い順）

男性 女性

■北海道・東北区■関東区 ■北信越区 ■東海区 ■近畿区 ■中国区 ■四国区 ■九州区

■北海道・東北区■関東区 ■北信越区 ■東海区 ■近畿区 ■中国区 ■四国区 ■九州区

【出典】全国市町村職員共済組合連合会「健診等結果データ集（グラフ）（令和４（２０２２）年度）」（令和 年 月）から抜粋、加工
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 特定保健指導実施率（令和４年度・全体）

図 全体 特定保健指導実施率（令和４年度）

4.6.2 特定保健指導実施率の比較

■北海道・東北区■関東区 ■北信越区 ■東海区 ■近畿区 ■中国区 ■四国区 ■九州区

高い方がよい（高い順）

 特定保健指導実施率（令和４年度・組合員）

図 組合員 特定保健指導実施率（令和４年度）

高い方がよい（高い順）

 特定保健指導実施率（令和４年度・被扶養者）

図 被扶養者 特定健康診査受診率（令和４年度）

高い方がよい（高い順）

男性 女性

■北海道・東北区■関東区 ■北信越区 ■東海区 ■近畿区 ■中国区 ■四国区 ■九州区

■北海道・東北区■関東区 ■北信越区 ■東海区 ■近畿区 ■中国区 ■四国区 ■九州区

【出典】全国市町村職員共済組合連合会「健診等結果データ集（グラフ）（令和４（２０２２）年度）」（令和 年 月）から抜粋、加工
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 血圧リスク（令和３年度）

 血糖リスク（令和３年度）

低い方がよい（低い順）
※リスク保有者の判定基準（保健指導判定基準）：
収縮期 以上、または拡張期 以上

低い方がよい（低い順）

 脂質リスク（令和３年度） 低い方がよい（低い順）

※リスク保有者の判定基準（保健指導判定基準）：
空腹時血糖値 以上、または 以上、やむを得ない場合は随時血糖

以上 空腹時血糖及び の両方を測定している場合は、空腹時血糖値を優先

※リスク保有者の判定基準（保健指導判定基準）：
中性脂肪 以上、または コレステロール 未満

図 組合員 血圧リスク（令和３年度）

図 組合員 血糖リスク（令和３年度）

図 組合員 脂質リスク（令和３年度）

4.6.3 健康リスク保有状況の比較（組合員）
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組合員・健康状況（2021年度） 肥満リスク（％） ■北海道・東北区 ■関東区 ■北信越区 ■東海区 ■近畿区 ■中国区 ■四国区 ■九州区

 肥満リスク（令和３年度） 低い方がよい（低い順） ※リスク保有者の判定基準（保健指導判定基準）：
以上、または腹囲 （男性）・ （女性）以上

図 組合員 肥満リスク（令和３年度）

【出典】全国市町村職員共済組合連合会「健康スコアリングレポート集計表（ ～ 年度実績）」（令和 年 月）から抜粋、加工
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組合員・健康状況（2021年度） 肝機能リスク（％） ■北海道・東北区 ■関東区 ■北信越区 ■東海区 ■近畿区 ■中国区 ■四国区 ■九州区

 肝機能リスク（令和３年度） 低い方がよい（低い順）

 喫煙習慣あり（令和３年度） 低い方がよい（低い順）

※リスク保有者の判定基準（保健指導判定基準）：
以上、または 以上、またはγ 以上

 適切な運動習慣あり（令和３年度） 高い方がよい（高い順）

図 組合員 肝機能リスク（令和３年度）

図 組合員 喫煙習慣あり（令和３年度）

図 組合員 適切な運動習慣あり（令和３年度）

4.6.4 生活習慣保有状況の比較（組合員）

【出典】全国市町村職員共済組合連合会「健康スコアリングレポート集計表（ ～ 年度実績）」（令和 年 月）から抜粋、加工
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県

兵
庫
県

福
井
県

滋
賀
県

千
葉
県

札
幌
市

新
潟
県

福
岡
県

長
崎
県

愛
媛
県

山
梨
県

鳥
取
県

栃
木
県

熊
本
県

神
奈
川
県

福
島
県

和
歌
山
県

宮
崎
県

大
阪
府

奈
良
県

宮
城
県

名
古
屋
市

京
都
市

徳
島
県

北
海
道
都
市

沖
縄
県

茨
城
県

仙
台
市

神
戸
市

川
崎
市

北
海
道

高
知
県

岩
手
県

大
阪
市

秋
田
県

横
浜
市

青
森
県

京
都
府

組合員・生活習慣（2021年度）適切な飲酒習慣あり（％） ■北海道・東北区 ■関東区 ■北信越区 ■東海区 ■近畿区 ■中国区 ■四国区 ■九州区

 適切な飲酒習慣あり（令和３年度）

 適切な食事習慣あり（令和３年度）

高い方がよい（高い順）

 適切な睡眠習慣あり（令和３年度）

高い方がよい（高い順）

高い方がよい（高い順）

図 組合員 適切な飲酒習慣あり（令和３年度）

図 組合員 適切な食事習慣あり（令和３年度）

図 組合員 適切な睡眠習慣あり（令和３年度）

【出典】全国市町村職員共済組合連合会「健康スコアリングレポート集計表（ ～ 年度実績）」（令和 年 月）から抜粋、加工



57

ｶﾃｺﾞﾘ 指標等 分析結果 課題 対策の方向性

基
本
情
報

組
合
員
構
成

・年齢階層別で見ると、 歳代後半
～ 歳代の組合員の人数が多く
全体の約 ％を占める。

・加入者（組合員、被扶養者）
数の推移を見ると、令和３年度
までほぼ横ばいであったが、
令和４年 月より短期組合員が
加入したことで、女性の組合員
が大幅に増加した。

・ ～ 歳代の人数が多
いため、加齢に伴う疾
病の医療費増加が懸念
される。

・短期組合員の加入によ
り、高齢者層、 ～
歳代の女性層の人数が
増加し、女性固有の疾
病、加齢に伴い増加す
る生活習慣病・がん
及び筋骨格系疾患等の
医療費増加が懸念され
る。

「生活習慣病、がん対策」
・加齢に伴い増加する生活習慣
病・がん対策が必要。

「女性固有の疾病対策」
・乳がん等女性固有の疾病の早期
発見のためのがん検診、情報提
供の実施。

「ロコモ、フレイル予防」
・加齢や疾病に伴う筋力低下、虚
弱の予防に向けた健康セミナー
等による啓蒙・広報。

医
療
費
情
報
か
ら
見
る
分
析

医
療
費
全
体

・平成 ～令和４年度の推移を見る
と、総医療費、１人当たり医療費は、
令和２年度に新型コロナ禍における
受診控え等の影響で一旦減少したが、
令和３年度以降は増加している。令
和４年度の総医療費、１人当たり医
療費の増加については、令和４年
月より短期組合員が加入したこ

とにより加入者数が増加したことが
要因と考えられ、特に外来、歯科及
び調剤医療費が著しく増加した。
・受診率は、総医療費の推移と同じ
ように、令和２年度に新型コロナ禍
における受診控え等の影響で減少し
たが、令和３年度以降、外来及び歯
科が増加しており、平成 年度よ
りも高い値となっている。
・年齢階層別１人当たり医療費は、
組合員は 歳以上の層で高くなっ
ている。被扶養者は、 ～ 歳、
～ 歳の層、 歳以上が高く

なっている。また、４歳以下の乳幼
児も高くなっている。

・加入者のボリューム
ゾーンは ～ 歳代で
あり、今後の高齢化に
より、１人当たり医療
費の高額化が懸念され
る。

・令和４年度からの短期
組合員の加入により、
令和 年度以降、総医療
費の増加が懸念される。

「生活習慣病・がん対策」
「情報提供（若年層対策）」
・加齢に伴い発症する生活習慣病
の対策が必要。

「医療費等の情報提供」
・医療費抑制のため、医療費の通
知や重複服薬を改めるよう、情
報提供を行う。

疾
病
別
医
療
費

＜組合員＞
「良性新生物及びその他の新生物」
が最も高いが、「その他の悪性新生
物」「高血圧性疾患」「腎不全」も
上位にある。
＜被扶養者＞
「その他の神経系の疾患」が最も高
いが、「その他の急性上気道感染
症」「アレルギー性鼻炎」等の呼吸
器系疾患も上位にある。
＜男性＞
「その他の悪性新生物」「高血圧性
疾患」「腎不全」が上位にある。
「高血圧性疾患」「腎不全」「糖尿
病」が令和３年度から令和４年度に
かけて上昇している。
＜女性＞
「乳房の悪性新生物」が５年連続で
上位にある。「乳房及びその他女性
生殖器の疾患」が令和３年度から令
和４年度にかけて上昇している。

・男性は悪性新生物や高
血圧性疾患等の生活習
慣病の医療費が高い。

・女性は「乳房の悪性新
生物」の医療費が高い。

・被扶養者は呼吸器系疾
患の医療費が高い。

「生活習慣病対策」
・高血圧、脂質及び血糖等のリ
スク保有者に医療機関受診や
生活習慣改善の働きかけを行い、
重症化による腎不全等への移行
を予防する対策が必要。

「がん対策」
・乳がん等の早期発見により、
罹患の対処が可能な各種がん
検診の受診勧奨が必要。

「呼吸器系疾患対策（情報提
供）」
・予防のための適切なタイミング
での広報・情報提供や予防接種
の実施が必要。

4.7 データ分析の結果に基づく健康課題
 医療費及び健診等データ分析結果に基づく健康課題及び対策
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ｶﾃｺﾞﾘ 指標等 分析結果 課題 対策の方向性

医
療
費
情
報
か
ら
見
る
分
析
（
着
目
疾
病
等
）

歯
科
医
療
費

・歯科医療費の総医療費、１人当
たり医療費は増加傾向であり、
増加率は外来に次いで高い。

・歯科医療費が増加傾向で
あり、歯周病等の罹患者数
の増加や重症者の増加が想
定される。

「歯科口腔対策」
・歯科検診費の補助施策を継続
する。

生
活
習
慣
病

・生活習慣病の総医療費は、脂質
異常症、高血圧性疾患、糖尿病
で比較すると「高血圧性疾患」
が高い。経年で見ると「高血圧
性疾患」「脂質異常症」が増加
傾向であり、令和４年度に前年
より大きく増加した。
・生活習慣病受診者数は、「高血
圧性疾患」「脂質異常症」が多
く、令和４年度に前年より大き
く増加している。

・「高血圧性疾患」「脂質
異常症」の受診者数が増加
傾向。

「生活習慣病対策」
・特定健康診査・特定保健指導の
堅確な推進により、生活習慣病
のリスクを早期発見する。

・重症化予防のために、医療機関
未受診者への受診勧奨の対象
範囲拡大、及び保健指導を実施
する。

・高血糖・高尿蛋白の糖尿病性
腎症リスク保有者に対し、
受診状況等を確認の上、確実な
受診勧奨を実施する。

人
工
透
析

・組合員の人工透析導入者数、総
医療費は、令和４年度、短期組
合員の加入により増加した。

・本人の治療負担も大きく、
医療財政面の影響も大きい
ことから、人工透患者患者
数の増加を抑制することが
課題。

悪
性
新
生
物

・５種のがん(※)で比較すると、総
医療費が高いがんは、「乳が
ん」であり、レセプト件数も多
い。
・令和４年度において、レセプト
１件当たり医療費が最も高いの
は「大腸がん」である。

※５種のがん：胃がん、大腸がん、肺がん、
子宮がん、乳がん
早期に対応することで有意にがん死亡率が下
がるというエビデンスがあるもの

・乳がん罹患者数・重症化
を抑制するための、早期発
見・早期治療が課題である。

「がん対策」
・がんの早期発見・早期治療の
ため、適切ながん検診（再検診
を含む）の受検の促進、がんの
予防やがん検診等の情報提供。

精
神
疾
患
総
医
療
費

・総医療費・レセプト件数のいず
れも、「うつ病」「その他の精
神及び行動の障害」「神経性障
害等」が高く、同じ傾向が続い
ている。

・うつ病等の精神疾患にか
かる患者が一定数存在し、
医療費も高額になっている。

「メンタルヘルス対策」
・所属所と連携したメンタル
ヘルスの予防・対策に関する
情報提供。



59

ｶﾃｺﾞﾘ 指標等 分析結果 課題 対策の方向性

医
療
費

後
発
医
薬
品

使用割合（数量ベース）は、年々
上昇しており、令和５年３月診療
分実績は ％である。
※国の定める目標値 令和５年度末
までに 以上を達成。

・使用割合目標 ％達成
したが、医療費の抑制に
は更なる使用割合の増加が
必要。

・季節性アレルギー（花粉症等）
の時期等、後発医薬品差額通知
の対象要件・発送時期等は随時
見直す。

健
康
リ
ス
ク

特
定
健
康
診
査
の

受
診
状
況

・組合員の特定健康診査受診率は
％で被扶養者の受診率は
。加入者全体では ％。

・組合員、被扶養者共に、
受診率は全国構成組合の平
均を下回る。

「特定健康診査未受診者対策」
・被扶養者への生活習慣病に
関する情報発信、組合員への
「家族の健診受診」についての
働きかけ等、特定健康診査の
必要性の啓蒙策。

・被扶養者からのデータ受領。

健
康
リ
ス
ク

特
定
保
健
指
導
の
実
施
状
況

・組合員の特定保健指導実施率は
％で被扶養者の実施率は
。加入者全体では ％。

・組合員、被扶養者共に、
実施率は全国構成組合の平
均を下回る。

「特定保健指導未利用者対策」
・特定保健指導対象者への所属所
からの働きかけ、特定保健指導
の事業所型実施の調整等、
所属所と連携して保健指導の
利用を促す対策を検討する。

健
康
リ
ス
ク

・
特
定
保
健
指
導
対
象
者
の
割
合

・
内
臓
脂
肪
症
候
群
該
当
者
割
合

・内臓脂肪症候群該当者割合は、
令和４年度は であり、
経年で見ると令和２年度を
ピークに減少傾向である。

・特定保健指導対象者の割合は、
令和４年度 であり、
令和元年度をピークに減少傾向
である。

・内臓脂肪症候群該当者が
約２割存在する。

「内臓脂肪症候群該当者対策」
・服薬に依らずメタボ該当者を
抑制するよう生活習慣病重症化
予防、若年層からの保健指導、
健康・疾病に関する情報提供等
を実施する。
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ｶﾃｺﾞﾘ 指標等 分析結果 課題 対策の方向性

特
定
健
診
・
特
定
保
健
指
導
情
報
か
ら
見
る
分
析

血
圧
・
血
糖
・
脂
質
・

肥
満
リ
ス
ク

・経年で確認すると、血糖リスク
保有率が上昇傾向にある一方で、
脂質リスク及び肝機能リスク保
有率は減少傾向にある。
・血圧リスク、脂質リスク、肥満
リスク及び肝機能リスクは、男
性の保有率が大幅に高い。

・血糖リスク保有率が増加
傾向。

「生活習慣病発症・重症化予防対
策」
・複数リスクやハイリスク保有者
を優先とした、生活習慣病重症
化予防のための医療機関未受診
者への受診勧奨を実施する。

「健康リスク・生活習慣改善の
ための情報提供」
・喫煙等による健康への影響や生
活習慣（食事習慣・睡眠等）の
改善に役立つ情報提供を実施す
る。

喫
煙
リ
ス
ク

喫煙習慣 男性が約 ％と高く、ほ
ぼ横ばいである。

・全国と比較すると、リス
ク保有者割合が相対的に低
い。

運
動
・
食
・
飲
酒
・

睡
眠
習
慣
リ
ス
ク

運動習慣：
適切な習慣の保有率は ％
男女共に運動習慣は年々改善傾向
にある。

食事習慣：
適切な習慣の保有率は ％
男女共に令和元年度以降悪化して
いる。

飲酒習慣：
適切な習慣の保有率は ％
男女共に横ばい。

睡眠習慣：
適切な習慣の保有率は ％
男女共に改善傾向である。

・全国の構成組合と比較す
ると「適切な運動習慣あ
り」の割合が全国平均より
低い。
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後期高齢者支援金の加算・減算制度は、各保険者の特定健診・保健指導の実施率等により、
当該保険者の後期高齢者支援金の額に対し、一定の率を加算又は減算を行うものである。
減算対象の判定は、特定健診・特定保健指導実施率に加え、がん検診、歯科健診、事業主と

の連携等の取組状況に関する総合評価により行っているが、令和6年度から始まる第4期では、肥
満解消率等の成果に対する評価や、コラボヘルスの体制整備等の事業主との協力状況の評価が
強化される。
第3期データヘルス計画においては、同制度を踏まえ保健事業を推進する。

第４期後期高齢者支援金の加算・減算制度について

column

＜減算対象判定の総合評価指標＞

大項目１ 特定健診・特定保健指導の実施（法定の義務）
①特定健診・特定保健指導の実施率（実施率が基準値以上） 必須
②被扶養者の特定健診・保健指導の実施率（基準値に対する達成率）
③肥満解消率【新設】

大項目２ 要医療の者への受診勧奨、糖尿病等の重症化予防
①個別に受診勧奨・受診の確認 重点
②医療機関への受診勧奨基準において速やかに受診を要する者の医療機関受診率 重点
③糖尿病性腎症等の生活習慣病の重症化予防の取組Ⅰ
④糖尿病性腎症等の生活習慣病の重症化予防の取組Ⅱ
⑤３疾患（高血圧症・糖尿病・脂質異常症）の状態コントロール割合【新設】

大項目３ 予防健康づくりの体制整備
① の体制整備【新設】 必須
②コラボヘルスの体制整備【新設】 必須
③退職後の健康管理の働きかけ【評価指標の変更】

大項目４ 後発医薬品の使用促進、加入者の適正服薬を促す取組の実施状況
①後発医薬品の理解促進、後発医薬品差額通知の実施、効果の確認
②後発医薬品の使用割合（割合が基準値以上）
【重点項目除外、配点見直し】 必須
③加入者の適正服薬の取組の実施【基準値の見直し】

大項目５ がん検診・歯科健診等の実施状況（人間ドックによる実施を含む）
①がん検診の実施状況 重点
②がん検診の結果に基づく受診勧奨
③市町村が実施するがん検診の受診勧奨 重点
④歯科健診・受診勧奨 重点
⑤歯科保健指導 重点
⑥予防接種の実施

大項目６ 加入者に向けた予防・健康づくりの働きかけ
生活習慣改善のための事業及び喫煙対策事業の実施
【重点項目除外、配点見直し】
運動習慣の改善【評価指標の見直し】 重点
食生活の改善【評価指標の見直し】 重点
睡眠習慣の改善【新設】 重点
飲酒習慣の改善【新設】 重点
喫煙対策【評価指標の見直し】 重点
こころの健康づくり
インセンティブを活用した事業の実施【３つ目の評価指標の新設】 重点
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③所属所との連携（コラボヘルス）

第３期データヘルス計画の取組5

基本施策 基本的な考え方 主な保健事業

生活習慣病対策
（ハイリスク
アプローチ）

予防・早期発見
生活習慣病の予防・早期発見のため、健診受診によ
る発症予防、健診受診の勧奨を実施。

・特定健康診査
・がん検診、歯科健康診査 等

早期治療・重症化予防
生活習慣病の早期治療・重症化予防のため、リスク
保有者への早期受診及び罹患者に対する定期受診を
勧奨する事業を実施。

・生活習慣病重症化予防
・特定保健指導 等

健康づくりの支援
（ポピュレーション
アプローチ）

加入者全員に働きかけをして、健康の保持増進を図
り、健康状況の悪化を防ぐ。

・広報
・医療費通知
・健康講座 等

所属所との連携
（コラボヘルス）

共済組合と所属所の役割を明確にし、所属所と連携
し、保健事業を実施。

・所属所コラボヘルス
・健康度レポート提供
・健康管理担当者会議

・加入者への意識付け 等

実施事項（基本施策）

①生活習慣病対策
（ハイリスクアプローチ）

②健康づくりの支援
（ポピュレーションアプローチ）

目的

組合員及び被扶養者の健康保持・増進

医療費の適正化

基本的な考え方

5.1 基本的な考え方
医療費・健診結果等のデータ分析の結果から明らかとなった健康課題を解決するため、第

３期データヘルス計画は、『生活習慣病対策（予防・早期発見及び早期治療・重症化予
防）』、『組合員及び被扶養者の健康づくりの支援』を行い「組合員及び被扶養者の健康保
持・増進」と「医療費の適正化」を図る。また、所属所との密な連携・協働（コラボヘル
ス）を推進することで、効果的・効率的な事業実施を図る。
なお、第３期データヘルス計画で実施する保健事業は、第２期データヘルス計画で実施し

た保健事業を基本的に踏襲するが、短期組合員加入などの共済組合の状況の変化を踏まえ、
一部の見直しを行った。
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5.2 重点施策
健康課題を解決するための重点施策の基本的な考え方（目的）、実施する事業を以下に示す。

重点施策 基本的な考え方（目的） 実施する事業

生活習慣病対策
（ハイリスク
アプローチ）

特定健康診査
受診勧奨

・生活習慣病予防を目的とし、
特定健診受診の勧奨を行う。

・未受診者（特に被扶養者）へ
の受診勧奨を行う。

特定健康診査 等

人間ドック検診

特定保健指導
利用勧奨

・生活習慣改善のきっかけとし
て、特定保健指導の利用勧奨
を行う。

・未利用者（特に組合員）に対
し、特定保健指導の利用勧奨
を行う。

特定保健指
・事業所型面談
・訪問型面談
・ 面談 等

生活習慣病
重症化予防対策

歯科口腔対策

・医療費が増加傾向にある高血
圧、脂質異常症の対策、及び
人工透析に移行しないよう糖
尿病性腎症等の対策を実施す
る。

・生活習慣病の早期発見、重症
化予防のため、健診受診によ
る発症予防、リスク保有者へ
の早期受診、罹患者に対する
定期受診を勧奨する事業を実
施する。

・また歯周病対策による生活習
慣病予防を実施する。

生活習慣病重症化予防

歯科健康診査
（歯周病対策による
生活習慣病予防）

健康づくりの支援
（ポピュレーショ
ンアプローチ）

健康リスク・
生活習慣改善の
ための情報提供

・生活習慣病の予防のため、運
動及び食事に関する生活習慣
の改善に必要な情報を提供す
る。

健康講座
禁煙サポート事業
メンタルヘルス事業

若年層向け健康対策
組合員向けの健康アプリ
ＭＹ ＨＥＡＬＴＨ ＷＥＢ）

所属所との連携
（コラボヘルス）

コラボヘルスの
推進

・共済組合と所属所の役割を
明確にし、所属所と連携し、
保健事業を実施する。

所属所コラボヘルス
・所属所別健康度レポート
・所属所訪問
・健康管理担当者会議の実施

表 健康課題を解決するための重点施策

継続

継続

継続

継続

新規

継続

見直し
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第３期データヘルス計画において実施する個別保健事業の事業概要を次に示す。

5.3 保健事業計画（事業概要・目標等）

取組の概要
指標

目標
分類 事業名 事業の目的及び概要 対象 令和 年度 令和 年度 令和 年度

保
健
関
係
健
診
（
検
診
）

特
定
健
康
診
査

～ 歳の組合員及び被扶
養者に特定健康診査を実施。

～ 歳の組
合員及び被扶
養者

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

特定健康診査受診率
全体
組合員
被扶養者

全体
組合員
被扶養者

全体
組合員
被扶養者

ア
ウ
ト
カ
ム

・特定保健指導対象者割合
・内臓脂肪症候群該当者割
合（確認のみ）

― ― ―

２

特
定
保
健
指
導

・特定健康診査の受診後、保
健指導を要する組合員及び
被扶養者に特定保健指導
を実施。
・健康応援セミナーにて、初回
の特定保健指導の支援を実
施。

～ 歳の組
合員及び被扶
養者の特定保
健指導対象者

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

特定保健指導実施率
全体
組合員
被扶養者

全体
組合員
被扶養者

全体
組合員
被扶養者

ア
ウ
ト
カ
ム

・特定保健指導による特定
保健指導対象者の減少率
（確認のみ）

― ― ―

３

人
間
ド
ッ
ク
検
診

検診機関の定めは特になし。検
診費用の一部(※)を負担する
もの。（毎年度１回限り）
※助成額（助成上限額）

円。ただし、 日人間
ドックの場合、令和 年、 年度
は 円、令和 年、 年
度は 円。

～ 歳の組
合員及び被扶
養者
※当該年度４月
１日現在組合員
資格を有し、１年
を通じて加入（見
込み）の者

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

受診者数
（数値目標としては設定しな
い）

― ― ―

ア
ウ
ト
カ
ム

― ― ― ―

４

脳
ド
ッ
ク
検
診

検診機関の定めは特になし。検
診費用の一部(※)を負担する
もの。
※助成額（助成上限額）

円。

～ 歳の組
合員及び被扶
養者

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

受診者数
（数値目標としては設定しな
い）

― ― ―

ア
ウ
ト
カ
ム

― ― ― ―

５

総
合
が
ん
検
査

検診機関の定めは特になし。検
査費用の一部(※)を負担する
もの。
※助成額（助成上限額）

円。

～ 歳の組
合員及び被扶
養者

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

受診者数
（数値目標としては設定しな
い）

― ― ―

ア
ウ
ト
カ
ム

悪性新生物に係る医療費等
を確認 ― ― ―

６

乳
が
ん
検
診
、

子
宮
が
ん
検
診

検診機関の定めは特になし。検
診費用の一部(※)を負担する
もの。
※助成額（助成上限額）乳
がん検診 円、子宮がん
検診 円。

～ 歳の組合
員及び被扶養
者

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

受診者数
（数値目標としては設定しな
い）

― ― ―

ア
ウ
ト
カ
ム

悪性新生物に係る医療費等
を確認 ― ― ―

胃
が
ん
検
診

検診機関の定めは特になし。検
診費用の一部(※)を負担する
もの。
※助成額（助成上限額）

円。

～ 歳の組合
員及び被扶養
者

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

受診者数
（数値目標としては設定しな
い）

― ― ―

ア
ウ
ト
カ
ム

悪性新生物に係る医療費等
を確認

― ― ―
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目標 体制・方法（ストラクチャー・プロセス）
令和 年度 令和 年度 令和 年度 ストラクチャー プロセス

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

全体
組合員
被扶養者

全体
組合員
被扶養者

全体
組合員
被扶養者

組合員 事業主健診又は人間ドック

被扶養者 共済組合が案内する契約実施
機関、市町村の集団健診及び人間ドック
（契約実施機関は集合契約を基本とし、
ホームページに掲載）

受診率向上対策を実施
・組合員：健康度レポート、所属所訪問等
により所属所に受診状況を通知

・被扶養者：受診券を直送、
連続未受診者へ数年の受診状況を通知、
未受診者への再勧奨を実施
・パート先等の健診結果を収集

ア
ウ
ト
カ
ム

― ― ―

２

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

全体
組合員
被扶養者

全体
組合員
被扶養者

全体
組合員
被扶養者

保健指導実施機関、所属所との連携

実施率向上対策を実施。
・組合員：所属所型保健指導を推進
一部所属所ではセミナー形式で実施。
集合型・遠隔型の選択式も実施。

・被扶養者：利用券を直送
・一部機関では健診当日の初回保健指
導実施

ア
ウ
ト
カ
ム

― ― ―

３

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

― ― ―

検診実施機関との連携

・加入者にガイド等により検診の案内実施
・加入者各自で契約検診機関に申込
・検診機関から受診者情報、費用請求を
受ける。
・検診料助成システムにより、受診者情報
（資格確認等も実施 、費用管理を実施。

ア
ウ
ト
カ
ム

― ― ―

４

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

― ― ―

検診実施機関との連携 ―
ア
ウ
ト
カ
ム

― ― ―

５

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

― ― ―

検診実施機関との連携 ―
ア
ウ
ト
カ
ム

― ― ―

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

― ― ―

検診実施機関との連携 ―
ア
ウ
ト
カ
ム

― ― ―

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

― ― ―

検診実施機関との連携 ―

ア
ウ
ト
カ
ム

― ― ―
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取組の概要
指標

目標
分類 事業名 事業の目的及び概要 対象 令和 年度 令和 年度 令和 年度

保
健
関
係
健
診
（
検
診
）

肺
が
ん
検
診

検診機関の定めは特になし。検診費用
の一部(※)を負担するもの。
※助成額（助成上限額）喀痰検査

円、肺ＣＴ検査 円

～ 歳の
組合員及び
被扶養者

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

受診者数
（数値目標としては設定しない） ― ― ―

ア
ウ
ト
カ
ム

悪性新生物に係る医療費等を確認 ― ― ―

大
腸
が
ん
検
査

検診機関の定めは特になし。検査費用
の一部(※)を負担するもの。
※助成額（助成上限額） 円。

～ 歳の
組合員及び
被扶養者

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

受診者数
（数値目標としては設定しない） ― ― ―

ア
ウ
ト
カ
ム

悪性新生物に係る医療費等を確認 ― ― ―

歯
科
健
康
診
査

長野県歯科医師会に所属する歯科診療
所にて、歯科健康診査を受検した場合、
診査費用の一部(※)を負担するもの。
※ 歯科健診費用助成は毎年度事業計画
を策定

～ 歳の
組合員及び
被扶養者

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

受診者数
（数値目標としては設定しない） ― ― ―

ア
ウ
ト
カ
ム

歯科に係る医療費等を確認 ― ― ―

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

予
防
接
種
費
用
助
成

組合員及び被扶養者にインフルエンザ
予防接種費用の一部(※)を助成。
※インフルエンザ予防接種費用助成は
毎年度事業計画を策定

～ 歳の
組合員及び
被扶養者

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

助成件数
（数値目標としては設定しない） ― ― ―

ア
ウ
ト
カ
ム

― ― ― ―

家
庭
用
常
備
薬
の

斡
旋

低廉な費用で購入できる常備薬および
健康の保持増進のための物品を斡旋 組合員

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

実施人数
（数値目標としては設定しない） ― ― ―

ア
ウ
ト
カ
ム

― ― ― ―

生
活
習
慣
病

重
症
化
予
防

生活習慣病重症化予防のため、健診結
果有所見者に対し、医療機関への受診
勧奨を実施する

組合員

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

受診勧奨通知数
（ 人規模の予定） ― ― ―

ア
ウ
ト
カ
ム

受診勧奨者の医療機関受診率
（数値目標としては設定しない） ― ― ―

保
養
関
係

施
設
利
用
助
成

組合指定の宿泊施設に保健・保養のた
めに宿泊した組合員及び被扶養者に施
設利用費用の一部を助成。 泊
円を助成
１人１泊につき１枚使用
（毎年度１人５枚まで）

組合員及び
被扶養者

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

助成件数
（数値目標としては設定しない） ― ― ―

ア
ウ
ト
カ
ム

― ― ― ―

体
育
・
レ
ク
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
関
係

組
合
員
向
け
の

健
康
ア
プ
リ

生活習慣病の予防のための運動習慣の
定着・食事の生活習慣の改善に必要な
情報提供
組合員が健康を身近に、毎日取り組め
る日常に役立つコンテンツ（食生活、
運動習慣等）の提供

組合員及び
被扶養者

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

ログイン率を毎年確認する（数値目
標としては設定しない） ― ― ―

ア
ウ
ト
カ
ム

― ― ― ―
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目標 体制・方法（ストラクチャー・プロセス）
令和 年度 令和 年度 令和 年度 ストラクチャー プロセス

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

― ― ―

検診実施機関との連携 ―

ア
ウ
ト
カ
ム

― ― ―

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

― ― ―

検診実施機関との連携 ―

ア
ウ
ト
カ
ム

― ― ―

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

― ― ―
・長野県歯科医師会との連携
（歯科医師会からの申請に基づき
費用を支払）

―
ア
ウ
ト
カ
ム

― ― ―

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

― ― ―

― ・加入者からの申請に基づき費用の一
部を支払う

ア
ウ
ト
カ
ム

― ― ―

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

― ― ―

― ―
ア
ウ
ト
カ
ム

― ― ―

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

― ― ―
・受診勧奨の対象者抽出、通知作成・
発送、受診確認について、業者に外
部委託

・受診勧奨通知は本人に直送する。
・対象者に自身の生活習慣病のリスク
レベルが分かりやすい案内文等を
作成する。

・血糖・血圧が特に高い、ハイリスク
者を優先して受診勧奨を実施する。

ア
ウ
ト
カ
ム

― ― ―

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

― ― ―

― ―
ア
ウ
ト
カ
ム

― ― ―

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

― ― ―
・健康アプリの導入・管理は業者に
外部委託 ―

ア
ウ
ト
カ
ム

― ― ―
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取組の概要
指標

目標
分類 事業名 事業の目的及び概要 対象 令和 年度 令和 年度 令和 年度

体
育
・
レ
ク
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
関
係

ス
ポ
ー
ツ
奨
励
助
成

所属所が組合員を対象に行う運動会、
競技会等スポーツ行事に関する事業に
対し助成。（組合員数に応じた限度額
有）
※令和 年度以降、廃止

所属所

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

助成所属所数
（数値目標としては設定しない） ― ― ―

ア
ウ
ト
カ
ム

― ― ― ―

広
報
関
係

広
報

共済組合広報紙（共済だより）、ガイ
ド等で保健事業、福祉事業等について
の情報提供を実施

組合員

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

ガイド等により福祉事業について案
内する ― ― ―

ア
ウ
ト
カ
ム

― ― ― ―

医
療
費
通
知

全組合員・全被扶養者を対象とした医
療費通知を実施

組合員
被扶養者

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

・通知回数（年 回予定）
（数値目標としては設定しない） ― ― ―

ア
ウ
ト
カ
ム

医療費等を確認 ― ― ―

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
通
知

慢性疾患患者を対象としたジェネリッ
ク医薬品の差額通知を実施
（差額が 円以上）

組合員

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

・通知回数（年 回予定）
（数値目標としては設定しない） ― ― ―

ア
ウ
ト
カ
ム

後発医薬品使用割合
※国の定める目標値に従う
参考：国の目標値
使用割合（数量ベース）
令和５年度までに ％以上

― ― ―

講
座
関
係

健
康
講
座

組合員を対象に共済制度および保健衛
生等の普及のために、健康講座を毎年
開催

組合員

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

参加者数
（数値目標としては設定しない） ― ― ―

ア
ウ
ト
カ
ム

・アンケートによる参加者の満足度
を確認

・生活習慣状況を確認
（健診結果（問診）により確認）
（数値目標としては設定しない）

― ― ―

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
費
用
助
成
・

健
康
講
座
費
用
助
成

所属所が組合員を対象にメンタルヘル
ス研修会等を実施した場合、費用の一
部を助成
（ 万円限度）

所属所

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

助成件数
（数値目標としては設定しない） ― ― ―

ア
ウ
ト
カ
ム

精神疾患の医療費等を確認 ― ― ―

そ
の
他

関
係
機
関
と
の
協
働

長野県保険者協議会等関係機関と協働
し、組合員及び被扶養者の健康の保持
増進を推進

―

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

長野県保険者協議会、ジェネリック
推進協議会等への参画 ― ― ―

ア
ウ
ト
カ
ム

― ― ― ―

所
属
所
コ
ラ
ボ
ヘ
ル
ス

組合員の健康状況や健康課題の共有を
図り、連携しながら、組合員及び被扶
養者の健康管理に努め、医療費の適正
化・生活習慣病の重症化予防を推進

所属所

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

・所属所への健康度レポート提供
（年 回予定）
・所属所訪問数（年数か所予定）
・健康管理担当者会議の実施
（年１回予定）

― ― ―

ア
ウ
ト
カ
ム

― ― ― ―

禁
煙
サ
ポ
ー
ト
事
業

禁煙を希望する組合員を対象として、
オンライン禁煙外来費用助成などを実
施

組合員

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

助成件数
（数値目標としては設定しない） ― ― ―

ア
ウ
ト
カ
ム

・卒煙率
・喫煙リスク保有率
（健診結果（問診）により確認）
（数値目標としては設定しない）

― ― ―
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目標 体制・方法（ストラクチャー・プロセス）
令和 年度 令和 年度 令和 年度 ストラクチャー プロセス

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

― ― ―

・所属所主導での実施 ―
ア
ウ
ト
カ
ム

― ― ―

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

― ― ―

・ガイド作成等は業者に外部委託 ・共済だより、ガイドは、所属所経由
で組合員に配付ア

ウ
ト
カ
ム

― ― ―

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

― ― ―

・健康アプリの運営等業者に外部委託 ・健康アプリにより通知する
また、希望者には紙で配布するア

ウ
ト
カ
ム

― ― ―

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

― ― ―

・健康アプリの運営等業者に外部委託 ・健康アプリにより通知する
また、希望者には紙で配布するア

ウ
ト
カ
ム

― ― ―

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

― ― ―

・業者に外部委託 ・講座内容は毎年、検討する
ア
ウ
ト
カ
ム

― ― ―

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

― ― ―

・所属所・共済組合共同での実施
（今後検討） ―

ア
ウ
ト
カ
ム

― ― ―

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

― ― ―

・関係機関との共同事業等を実施 ―
ア
ウ
ト
カ
ム

― ― ―

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

― ― ― ・健康度レポート作成は業者に外部委
託

・所属所訪問にて、所属所の状況確認
し、特定保健指導等の保健事業への
協力を依頼

・所属所訪問、健康管理担当者会議に
おいて共済組合及び所属所の健康課
題や特定保健指導等保健事業につい
ての情報提供を実施ア

ウ
ト
カ
ム

― ― ―

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

― ― ―

・業者に外部委託
・オンラインでの禁煙サポートを継続
・効果検証として、対象者の卒煙率等
を確認するア

ウ
ト
カ
ム

― ― ―
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取組の概要
指標

目標
分類 事業名 事業の目的及び概要 対象 令和 年度 令和 年度 令和 年度

そ
の
他

こ
こ
ろ
と
か
ら
だ
の

健
康
相
談

組合員と被扶養者を対象に「心身にわたる健康
の保持増進」を目的とし、メンタルヘルス、病
気の悩み及び出産育児等、心と身体のさまざま
な相談に対応する。相談料無料。
・ドクター等の電話相談（ 時間 日対応）
・ＷＥＢ相談

組合員及び
被扶養者

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

相談件数
（数値目標としては設定し
ない）

― ― ―

ア
ウ
ト
カ
ム

― ― ― ―

若
年
層
向
け
健
康
対
策

・若年者保健指導： 歳未満の対象年齢で保健
指導レベルに該当し、血圧、血糖及び脂質等
のリスク保有者に、自身の健康状態、生活習
慣を意識させ改善を促すための保健指導（動
機付け支援相当）を実施する。

・食習慣調査：肥満リスク者に食事内容を調査
し、食習慣のアドバイスを提供する。

組合員

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

今後検討 ― ― ―

ア
ウ
ト
カ
ム

― ― ― ―
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目標 体制・方法（ストラクチャー・プロセス）
令和 年度 令和 年度 令和 年度 ストラクチャー プロセス

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

― ― ―

・業者に外部委託 ―
ア
ウ
ト
カ
ム

― ― ―

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

― ― ―

・事業主から 歳未満の組合員の
事業主健診結果を受領する。 ・詳細は今後検討

ア
ウ
ト
カ
ム

― ― ―
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令和２年度は、全国的に新型コロナ禍での受診控えによる影響で総医療費が減少し
ていたが、令和３年度以降は増加傾向である。
以下のグラフは、当組合の令和元年度から令和４年度の加入者千人当たりレセプト

件数と加入者１人当たり医療費の推移を疾病別に表したものである。
千人当たりレセプト件数、１人当たり医療費とも、令和３年度にはほとんどの疾病

で、新型コロナの影響が少ない令和元年度の水準に戻っており、１人当たり医療費で
は、令和４年度の「新生物」が大幅に高くなっている。

“コロナ禍”における医療費の変化について

column

 加入者千人当たりレセプト件数と加入者１人当たり医療費の変化

呼吸器 皮膚 眼 循環器 内分泌 筋骨格 精神 消化器 腎尿路 新生物

令和元年度

令和 年度

令和 年度

令和 年度

千
人
当
た
り
レ
セ
プ
ト
件
数

疾病別レセプト件数の変化 加入者千人当たりレセプト件数 全体
（令和４年度の上位 疾病）（単位：件）

新生物 呼吸器 循環器 筋骨格 腎尿路 内分泌 神経系 消化器 精神 眼

令和元年度

令和 年度

令和 年度

令和 年度

加
入
者
１
人
当
た
り
医
療
費

疾病別医療費の変化 加入者 人当たり医療費 全体
（令和４年度の上位 疾病）（単位：円）
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6
6.1 特定健康診査等実施計画

平成 年度から高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 年法律第 号）第 条に基づ
き、保険者は 歳以上 歳未満の組合員及び被扶養者に対し、糖尿病等の生活習慣病の発
症や重症化を予防することを目的として、メタボリックシンドロームに着目した健康診査
（特定健康診査）、保健指導（特定保健指導）を実施することとなった。
ここでは、当組合の特定健康診査及び特定保健指導（以下「特定健康診査等」という）の

基本的な考え方、特定健康診査等における国の定めた目標値等について示す。

6.1.2 特定健康診査の基本的な考え方
日本内科学会等内科系８学会が合同でメタボリックシンドロームの疾患概念と診断基準を

策定したものであるが、これは、内臓脂肪型に起因する糖尿病、高脂血症及び高血圧は予防
可能であり、発症した後でも血糖、血圧をコントロールすることにより重症化を予防するこ
とが可能であるという考え方を基本としている。
メタボリックシンドロームの概念を導入することにより、内臓脂肪の蓄積と体重増加が

様々な疾患の原因となることをデータで示すことができ、健診受診者にとって生活習慣の改
善に向けた明確な動機付けができるため、第３期実施計画に引き続きこれを基本に行う。

6.1.3 特定保健指導の基本的考え方
特定健康診査の結果により、将来的に生活習慣病となるリスクが高いと判定された者に対

して実施する特定保健指導の目的は、健康の保持に努め、生活習慣病に移行させないことで
ある。
保健指導では対象者をリスクの高さに応じて動機付け支援、積極的支援に分けて支援を行

うものであるが、いずれも対象者自身が自らの健康状態、生活習慣の改善すべき点等を自覚
し、特定健康診査の結果及び食事習慣、運動習慣、喫煙習慣、睡眠習慣、飲酒習慣の状況に
関する調査の結果を踏まえ、自らの生活習慣を変えることができるよう支援するものである。

第３期（令和５年度まで） 第４期（令和 年度まで）

全国目標 共済組合
（私学共済組合除く） 全国目標 共済組合

（私学共済組合除く）

特定健康診査受診率 ％以上 ％以上 ％以上 ％以上

特定保健指導実施率 ％以上 ％以上 ％以上 ％以上

メタボリックシンド
ローム該当者及び予備
群該当等の減少率

％以上
（平成 年度比） ー ％以上

平成 年度比） ー

厚生労働省は「平成 年度と比較して、糖尿病等の生活習慣病の有病者・予備群を
減少させる」ことを政策目標として掲げ、全国目標及び共済組合の目標を以下の通り設定し
ている。
当組合においては、特定健康診査受診率 ％、特定保健指導実施率 ％を令和 年度の

最終目標とする。

6.1.4 国の定めた目標値

6.1.1 目的

第４期特定健康診査等実施計画
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6.2 第３期特定健康診査等実施計画の振り返り

6.2.1 目標値

実施状況

第３期特定健康診査等実施計画（平成 年度～令和５年度）の目標値は以下の通り。

当組合における令和４年度までの実績は以下の通り。令和４年度の目標に対し、特定健
康診査、特定保健指導ともに目標未達。 特定健康診査： 、特定保健指導：

目標 平成 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

区分 組合員 被扶養者 組合員 被扶養者 組合員 被扶養者 組合員 被扶養者 組合員 被扶養者 組合員 被扶養者

受診率

対象者 人

受診者数 人

 特定健康診査

目標 平成 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

実施率

対象者 人

受診者数 人

 特定保健指導

実績 平成 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度
区分 組合員 被扶養者 組合員 被扶養者 組合員 被扶養者 組合員 被扶養者 組合員 被扶養者 組合員 被扶養者

受診率
（ ）

対象者
（人）

受診者数
（人）

 特定健康診査

 特定保健指導
実績 平成 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度
区分 組合員 被扶養者 組合員 被扶養者 組合員 被扶養者 組合員 被扶養者 組合員 被扶養者 組合員 被扶養者

実施率
（ ）

対象者
（人）

終了者数
（人）

6.2.2
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目標値

6.3 第４期特定健康診査等実施計画

6.3.1
国の定めた目標値を踏まえ、当組合において、令和６年度から令和 年度までの目標値

を以下のように設定する。

目標 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 年度 令和 年度
区分 組合員 被扶養者 組合員 被扶養者 組合員 被扶養者 組合員 被扶養者 組合員 被扶養者 組合員 被扶養者

受診率

対象者 人

受診者数 人

 特定健康診査

 特定保健指導
目標 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 年度 令和 年度
区分 組合員 被扶養者 組合員 被扶養者 組合員 被扶養者 組合員 被扶養者 組合員 被扶養者 組合員 被扶養者

実施率

対象者 人

終了者数 人
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 特定健康診査

6.3.2 実施内容

実施項目等 内容 備考（補足説明等）

対象者

歳以上 歳未満で実施年
度の１年間を通じて加入し
ている者

当該年度の４月１日における 加入者であって、当該年度に
おいて 歳以上 歳以下の年齢に達する人（ 歳未満の人
に限る）
加入者：組合員及びその被扶養者

（任意継続組合員及びその被扶養者を含む）

対象から除く者 妊産婦６月以上入院者その他厚生労働大臣が定める者

健診項目 法令の定めによる 実施基準による。

実施方法

加入者の区分 加入者区分に応じた実施方法

組合員

組合員については、所属所が法定の①・②を実施することに
より特定健康診査の全部または一部の実施とみなされる。
①所属所が労働安全衛生法（昭和 年法律第 号）
で義務付けられている定期健康診断（事業主健診）を
実施

②所属所が事業主健診のうち特定健康診査用の健診結果を
共済組合へ提供（国標準の電子データが基本）

※②については、所属所・健診機関・共済組合３者間の
覚書締結 で、健診機関→共済組合の直接送付も
可能とする。

被扶養者
（任意継続組合員及びその被
扶養者も同じ扱い）

共済組合発行の特定健康診査の「受診券」及び「組合員証」
または「組合員被扶養者証」を持参し、特定健康診査を実施
する健診機関で受診する。
（契約実施機関、市町村の集団健診、人間ドック契約機関が
主で、あらかじめ確認・予約が必要。契約実施機関は集合契
約を基本とし、ホームページに掲載
※受診券を紛失した場合は、「特定健康診査受診券等再交付
申請書」により申請を行う。なお、被扶養者の認定取消しと
なった場合は、受診券を共済組合に返納願う。

健診結果デー
タによる階層
化

特定健康診査の結果データ
から特定保健指導対象者を
判定

実施基準により次の３とおりに区分
① 情報提供のみの者
② 特定保健指導（動機付け支援）を要する者
③ 特定保健指導（積極的支援）を要する者

利用券の配付
特定保健指導対象者へ利用
券の発行

次の２区分で配付
① 動機付け支援
② 積極的支援

費用負担
組合員の事業主健診分以外
は保険者（共済組合）負担

所属所が実施すべき組合員の事業主健診は、労働安全衛生法
に基づくものであるため、費用負担は事業主（所属所）
なお、事業主健診から特定健康診査用の電子データ作成に要
する費用については、共済組合から支払を受ける。
また、被扶養者に係る特定健康診査費用は、当分の間、受診
率向上のため、全額共済組合が負担する。
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 特定保健指導

実施項目等 内容 備考（補足説明等）

対象者
特定保健指導の利用券を発
行された者

動機付け支援対象者
積極的支援対象者
※ 歳以上 歳未満については、「積極的支援」の
対象となった場合でも「動機付け支援」とする。

指導内容 法令の定めによる

動機付け支援
（原則１回の支援、３か月経過後の評価 ）
積極的支援
（ ポイントを基本、３か月以上の継続的な支援、

か月経過後の評価）

実施方法
組合員・被扶養者
共通

① ＜通常＞契約実施機関での指導
・特定健康診査を実施した健診機関において、保健指導が
実施できる場合は、「利用券」と「組合員証」等を
持参して指導を受ける。

・なお、人間ドックで特定健康診査を兼ねたときで、検診
当日に保健指導の初回面接ができる場合は、後日
利用券を持参する。

・特定健康診査を実施した健診機関において、保健指導が
実施できない場合は、当共済組合が委託した契約
実施機関で「利用券」と「組合員証」等、健診結果を
持参して指導を受ける。
（共済組合が案内する契約実施機関、人間ドック契約機
関が主で、あらかじめ確認・予約が必要。）

・契約実施機関は集合契約を基本とし、ホームページに
掲載する。

②＜共済組合企画分＞健康応援セミナー、事業所型面談、
訪問型面談、 面談など
・実施機関、所属所と連携し、所属所等で生活習慣病
予防のセミナーを基本にした特定保健指導の初回
面接を実施する。

※利用券を紛失した場合は、「特定健康診査受診券等再交
付申請書」により申請。なお、組合員の資格喪失及び
被扶養者の認定取消しとなったときは、利用券を共済組
合に返納し、保健指導期間中の場合は実施機関に申し出る。

費用負担 保険者（共済組合）負担
利用者の負担なし
当分の間、実施率の向上のため、全額共済組合が負担する。
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特定健康診査の受診率向上を図ることを目的として、特定健康診査未受診者、特定
保健指導未利用者に対し、受診の勧奨を実施している。

■実施内容（令和４年度）
【特定健康診査】
未受診者対策として、令和４年 月及び令和５年 月時点で特定健康診査を受診し

ていない組合員、被扶養者に対し「特定健診についての大切なお知らせ」を送付した。

特定健康診査未受診者・特定保健指導未利用者対策

column

特定健診についての大切なお知らせ
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【特定保健指導】
令和４年度実施の特定健康診査において、「動機づけ支援」「積極的支援」の対象

となっている組合員、被扶養者に対し、「特定保健指導のご案内」を送付した。

column 特定保健指導の
ご案内

株式会社
エス・エム・エス

株式会社
ベネフィット・ワン
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保健指導の実施率向上を図ることを目的として、健康応援セミナーを実施している。
特定保健指導実施率の向上策の一環として、組合委託の保健指導機関である長野県

健康づくり事業団（以下保健指導機関という。）が所属所に出向き、特定保健指導対
象者が、特定保健指導（以下保健指導という。）を利用しやすい環境を整える、保健
指導の初回支援等を行っている。

■実施の流れ

健康応援セミナー

column

■実施の流れ
【１日コース】
時間的に余裕をもたせた形でプログラムされており、従来から実施されている標準

的なコース
時間 Aグループ Bグループ Cグループ

10：00～10：10
10：10～10：30
10：30～12：00 食生活講座 運動講座 初回支援
12：00～13：00
13：00～14：30 運動講座 初回支援 食生活講座
14：30～14：40
14：40～16：10 初回支援 食生活講座 運動講座

受付
計測・オリエンテーション

昼食・休憩

休憩

終了

●計測・オリエンテーション
腹囲・体重・血圧の測定及び事前のプログラムに関する説明

●初回支援
①生活習慣と健診結果の関係の理解や生活習慣の振り返り
②行動目標、行動計画及び評価時期の設定

●食生活講座
管理栄養士による内臓脂肪をためない食生活の実践的内容

●運動講座
健康運動指導士による内臓脂肪を燃やす運動の実践的内容

実施時期等 各機関の必要な対応等（○：所属所、●：保健指導機関） 支援の種類 支援形態 支援時間 対　象
○参加者の募集及び取りまとめを行う。
○保健指導機関に連絡し、日程・内容等の調整。
○会場の手配。
※積極的支援の場合のみ、初回支援時と３～４か月後の中間支援
  時の２回会場が必要となります。
○共済組合に別紙３の「健康応援セミナー申請書」を提出。
（共済組合が申請書の名簿により必要な健診データを作成し
　保健指導機関へ送付。）

○保健指導機関から所属所へ質問票の事前送付がありますので、該当者に配付。

１～２週間前まで ○質問票の回収、取りまとめをし、保健指導機関に送付。 〃
○会場の設営等および受付で参加者の把握。
○特定保健指導利用券（緑色）を回収し、保健指導機関に提出。
○会場使用料等の請求書がある場合は、後日、共済組合に送付。

１か月後 ●保健指導機関から個人に電話。 電　話 １５分 積極的
２か月後 ●保健指導機関から個人に電話。 電　話 　５分 〃

○参加者、保健指導機関との間の日程等の調整。
○中間支援当日の時間割（スケジュール）の作成。
○会場の手配。

●保健指導機関から所属所に支援レターの送付がありますので、該当者に配付。 動機付け

○会場の設営等。
○会場使用料等の請求書がある場合は、後日、共済組合に送付。
※参加者はセミナー時に配付された記録票・中間質問票を提出。

４か月後 ●保健指導機関から個人に電話をし、行動計画の実施状況確認。 電　話 　５分 〃

５か月後 ○保健指導機関から所属所に評価用質問票の送付がありますので、該当者に配
付。 積極的・動機付け

６か月後 ○評価用質問票の回収、取りまとめをし、保健指導機関に送付。 〃

事　　後 ○保健指導機関から所属所に結果表、記録票の送付がありますので、該当者に配
付。 評　価 〃

〃

１～２か月前まで

初回支援・食
生活講座・運
動講座など

選択コースに
よる

〃
（参加者全員に記録票、積極
的のみに中間質問票が配付され

る）

積極的・動機付け

選択コースに
よる

３か月後
積極的

セミナー当日

３～４週間前まで

中間支援当日 積極的中間支援 個別支援 １人につき
３０分
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【半日コース】
日コースの内容を短時間に凝縮した形でプログラムされており、時間を十分に取れ

ない方に向けたコース

column

【個別コース】
ひとり 時間半程度の時間をかけて、個人に適した指導・支援を実施。過去に健康応

援セミナーに参加したことのある方などにお勧めのコース

午前４名、午後４名で実施（半日のみでも可）

セミナー後においても保健指導機関がその者の保健指導レベルに応じ支援を行う。

時間 Aグループ Bグループ
13：00～13：10
13：10～13：30
13：30～14：30 運動講座 食生活講座
14：30～14：40
14：40～15：40 食生活講座 初回支援
15：40～15：50
15：50～17：10 初回支援 運動講座

計測・オリエンテーション

休憩

休憩

終了

受付

時間 運動指導 栄養指導 初回支援
9：00～
9：30～
10：00～
10：30～
11：00～
11：30～
12：00～
12：30～
13：00～
13：30～
14：00～
14：30～
15：00～
15：30～
16：00～
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(％)

血糖リスク
保有率

地域別の健康リスク7
令和４年度特定健康診査データ（組合員）の検査値及び質問票の回答から、各地区の健康

リスクを分析し地図上に表示する。

 血圧リスクの状況
（低い方がよい）
収縮期： 以上又は
拡張期： 以上

(％)

血圧リスク
保有率

 血糖リスクの状況
（低い方がよい）
空腹時血糖： 以上又は

： 以上

順位 地区 数値
上小
諏訪
上伊那
佐久
松本
北信
長野
大北
飯伊
木曽

血圧リスク保有率

順位 地区 数値
諏訪
長野
上小
北信
松本
上伊那
佐久
大北
木曽
飯伊

血糖リスク保有率
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順位 地区 数値
諏訪
上伊那
飯伊
佐久
北信
長野
上小
松本
大北
木曽

肥満リスク保有率

(％)

肥満リスク
保有率

順位 地区 数値
諏訪
飯伊
北信
長野
上伊那
松本
木曽
上小
大北
佐久

脂質リスク保有率

(％)

脂質リスク
保有率

 脂質リスクの状況
（低い方がよい）

中性脂肪： 以上又は
コレストロール： 以上又は
コレストロール： 未満

 肥満リスクの状況
（低い方がよい）
腹囲：男性 以上、女性 以上又は

： 以上
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(％)

３０分以上の運動習
慣がある人の割合

順位 地区 数値
上小
上伊那
大北
諏訪
北信
長野
佐久
松本
飯伊
木曽

喫煙リスク保有率

(％)

喫煙リスク
保有率

 喫煙リスクの状況
（低い方がよい）
「現在、たばこを習慣的に吸っている」人の
割合（問診結果）

 運動習慣の状況
（高い方がよい）
１日 分以上の運動習慣のある人の
割合（問診結果）

１日 分以上の運動習慣
がある人の割合

順位 地区 数値
長野
諏訪
大北
佐久
上伊那
上小
松本
飯伊
北信
木曽

1日30分以上の運動習慣の
ある人の割合
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順位 地区 数値
木曽
北信
長野
上伊那
上小
佐久
諏訪
大北
松本
飯伊

就寝前に飲食する人の割合

順位 地区 数値
大北
長野
佐久
北信
松本
諏訪
飯伊
上伊那
木曽
上小

食事のペースが速い人の割合

(％)

就寝前に飲食する
人の割合

(％)

食事のペースが
速い人の割合

 食習慣リスクの状況
（低い方がよい）
人と比較して食べる速度が速い
人の割合（問診結果）

 食習慣リスクの状況
（低い方がよい）
就寝前の２時間以内に夕食をとることが週に
３回以上ある人の割合（問診結果）
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順位 地区 数値
長野
木曽
大北
松本
佐久
上伊那
諏訪
北信
飯伊
上小

夜食または間食をとる人の
割合

(％)

夜食または間食を
とる人の割合

 食習慣リスクの状況
（低い方がよい）
朝昼夕の 食以外に甘い飲み物や間食を
とる人の割合（問診結果）
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順位 地区 数値
諏訪
上伊那
飯伊
北信
長野
木曽
松本
大北
佐久
上小

飲酒量が3合以上である人の割合

(％)

飲酒量が３合以上で
ある人の割合

 飲酒量リスクの状況
（低い方がよい）
飲酒量が 合以上である人の割合
（問診結果）

順位 地区 数値
諏訪
佐久
長野
飯伊
上小
松本
上伊那
大北
木曽
北信

毎日飲酒する人の割合

(％)

毎日飲酒する人の
割合

 飲酒リスクの状況
（低い方がよい）
毎日飲酒する人の割合
（問診結果）
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順位 地区 数値
上小
長野
上伊那
諏訪
松本
北信
佐久
大北
飯伊
木曽

特定保健指導実施率

(％)

特定保健指導実施率

順位 地区 数値
長野
佐久
上伊那
松本
諏訪
上小
木曽
大北
北信
飯伊

特定健診実施率

(％)

特定健診受診率

 特定健康診査受診率
（高い方がよい）

 特定保健指導実施率
（高い方がよい）



89

その他8

第３期データヘルス計画は、当組合のホームページに掲載することにより、周知するもの
とする。なお、所属所に対しては、当組合から通知する。

8.1 計画の公表・周知

第３期データヘルス計画については、保健事業の毎年の実施及び成果に基づき評価すると
共に、中間である令和８年度に中間評価を実施し、見直しを行う。また、計画の最終年度に、
計画に掲げた目標の達成状況について評価を行い、その評価を踏まえ、次期計画の作成を行
う。
第４期特定健康診査等実施計画については、国の方針に基づき最終年度に評価し、次期計

画の作成を行う。

8.2 計画の評価及び見直し

データヘルス計画を推進するにあたり、個人情報の取り扱いについて、その利用目的をで
きる限り特定し、組合員、被扶養者本人にわかりやすい形で通知する。ホームページへの掲
載、広報紙等で公表し、個人データの利用について本人が容易に知り得る状態とする。

8.3 個人情報の保護

第３期データヘルス計画の実施において、この計画に定めるもののほか、実施に際し必要
な事項は、理事長の定めるところによる。

8.4 その他実施における留意事項
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